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主       文 

１ 甲事件の原告③の訴えは令和４年６月１９日の同原告の死亡により、原告④の

訴えは同年１月日時不詳の同原告の死亡により、原告⑲の訴えは令和５年４月１

５日の同原告の死亡により、いずれも終了した。 

２ 甲事件の原告⑧及び原告⑳の訴えをいずれも却下する。 5 

３ 甲事件の第１項及び第２項の原告らに関する部分を除き、別紙２－１（処分一

覧表１）の「処分行政庁」欄記載の各処分行政庁が「処分の名宛人」欄記載の各

原告に対して「処分日」欄記載の各日付けでした各保護変更決定処分をいずれも

取り消す。 

４ 乙事件の別紙２－２（処分一覧表２）の「処分行政庁」欄記載の各処分行政庁10 

が「処分の名宛人」欄記載の各原告に対して「処分日」欄記載の各日付けでした

各保護変更決定処分をいずれも取り消す。 

５ 訴訟費用は被告らの負担とする。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求の趣旨 15 

１ 甲事件 

別紙２－１（処分一覧表１）の「処分行政庁」欄記載の各処分行政庁が「処分

の名宛人」欄記載の各原告に対して「処分日」欄記載の各日付けでした各保護変

更決定処分をいずれも取り消す。 

２ 乙事件 20 

主文第４項と同旨 

第２ 事案の概要等（以下、略称は別紙３（略称・定義一覧）による。） 

 １ 本件訴訟は、三重県内において生活保護を受けていた原告らが、保護基準を改

定する本件改定に基づき生活扶助を減額する本件各決定を受けたことから、本件

改定は憲法２５条、法８条に違反する違憲、違法なものであり、これに基づく本25 

件各決定も違法であるなどとして、被告らに対し、それぞれ本件各決定の取消し
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を求める行政訴訟である。 

 ２ 関係法令等の定め 

別紙４（関係法令等の定め）のとおりである。 

 ３ 前提事実（争いのない事実のほか、顕著な事実並びに各項掲記の証拠（書証の

枝番については適宜省略する。）及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実） 5 

   原告らはいずれも、本件各決定の時点において、三重県の被告ら各市内に居

住し、それぞれ居住地の被告から生活扶助の支給を受けていた。（弁論の全趣

旨） 

   生活扶助基準の改定方式の変遷（乙８の２、乙９、１１、弁論の全趣旨） 

   ア 生活扶助基準の改定方式としては、別紙図１の「生活扶助基準改定率等の10 

年次推移」（乙１１）のとおり、昭和２３年以降はマーケットバスケット方

式（最低生活を営むために必要な飲食物費や衣類、家具什器、入浴料といっ

た個々の品目を一つ一つ積み上げて最低生活費を算出する方式）が、昭和３

６年以降はエンゲル方式（栄養審議会の答申に基づく栄養所要量を満たし得

る食品を理論的に積み上げて計算し、別に低所得世帯の実態調査から、この15 

飲食物費を支出している世帯のエンゲル係数の理論値を求め、これから逆算

して総生活費を算出する方式）が、昭和４０年以降は格差縮小方式（政府経

済見通しにおける個人消費の伸び率に格差縮小分を上乗せし、一般国民の消

費水準の伸び率以上に生活扶助基準を引き上げ、結果的に一般国民と被保護

世帯との格差を縮小させようとする方式）が、それぞれ採用されてきた。 20 

   イ 厚生省（当時）の中央社会福祉審議会は、昭和５８年１２月２３日、厚生

大臣に対する昭和５８年意見具申を取りまとめ、その中で生活扶助基準の在

り方等についても意見を述べた。 

     昭和５８年意見具申の概要は、次のとおりである。（乙９） 

  生活扶助基準の評価 25 

      現在の生活扶助基準は、一般国民の消費実態との均衡上ほぼ妥当な水準
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に達しているとの所見を得た。しかしながら、国民の生活水準は今後も向

上すると見込まれるので、生活保護世帯及び低所得世帯の生活実態を常時

把握しておくことはもちろんのこと、生活扶助基準の妥当性についての検

証を定期的に行う必要がある。 

    生活扶助基準改定方式 5 

      生活保護において保障すべき最低生活の水準は、一般国民生活における

消費水準との比較における相対的なものとして設定すべきものであり、生

活扶助基準の改定に当たっては、当該年度に想定される一般国民の消費動

向をふまえると同時に、前年度までの一般国民の消費水準との調整がはか

られるよう適切な措置をとることが必要である。 10 

      また、当該年度に予想される国民の消費動向に対応する見地から、政府

経済見通しの民間最終消費支出の伸びに準拠することが妥当である。 

      なお、賃金や物価は、そのままでは消費水準を示すものではないので、

その伸びは、参考資料にとどめるべきである。 

   ウ 厚生大臣は、昭和５８年意見具申を受け、昭和５９年度から、上記アの格15 

差縮小方式に代えて、上記「当該年度に想定される一般国民の消費動向をふ

まえると同時に、前年度までの一般国民の消費水準との調整がはかられる」

方式、すなわち水準均衡方式を採用し、以後これを続けてきた。 

エ そして、昭和５９年度以降の生活扶助は、別紙図１の「生活扶助基準改定

率等の年次推移」記載のとおり、生活扶助の標準世帯基準額は、平成１２年20 

度までは毎年増額改定が行われていた。その後、平成１３年度及び平成１４

年度については前年度のまま据え置くこととし、平成１５年度及び平成１６

年度においては年金等に合わせて若干減額する（それぞれ前年度の９９．

１％、９９．８％）という改定を行った。さらにその後は、平成１７年度か

ら平成２５年度までそれぞれ前年度のまま据え置かれた。この理由は、平成25 

１７年度から平成１９年度までについては民間最終消費支出の伸び率を基
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礎とした一般国民の消費水準との調整を行った結果により、平成２０年度に

ついては原油価格の高騰が消費に与える影響等を見極めるため、平成２１年

度以降については世界的な金融危機等のその時々の経済・雇用情勢等を総合

的に勘案した結果とされている（乙１１、７６～８３、弁論の全趣旨）。 

 近年における生活扶助基準の検証の経緯等 5 

生活扶助基準に関する平成２５年報告書までの検証の経緯等は、以下のとお

りである。 

   ア 平成１６年検証（甲３、乙５、弁論の全趣旨） 

     厚生労働省の社会保障審議会が設置した専門委員会は、平成１６年検証を

行い、平成１６年報告書を取りまとめた。 10 

平成１６年報告書の概要は、次のとおりである。 

 生活扶助基準の評価・検証等 

水準均衡方式を前提とする手法により、勤労３人世帯の生活扶助基準に

ついて、低所得世帯の消費支出額との比較において検証・評価した結果、

その水準は基本的に妥当であったが、今後、生活扶助基準と一般低所得世15 

帯の消費実態との均衡が適切に図られているか否かを定期的に見極める

ため、全国消費実態調査等を基に５年に一度の頻度で検証を行う必要があ

る。 

また、これらの検証に際しては、地域別、世帯類型別等に分けるととも

に、調査方法及び評価手法についても専門家の知見を踏まえることが妥当20 

である。 

現行の生活扶助基準の設定は３人世帯を基軸としており、また、算定に

ついては、世帯人員数分を単純に足し上げて算定される第１類費（個人消

費部分）と、世帯規模の経済性、いわゆるスケールメリットを考慮し、世

帯人員数に応じて設定されている第２類費（世帯共同消費部分）とを合算25 

する仕組みとされているため、世帯人員別にみると、必ずしも一般低所得
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世帯の消費実態を反映したものとなっていない。このため、特に多人数世

帯基準の是正、単身世帯基準の設定及び第１類費の年齢別設定の見直しの

点について改善が図られるよう、設定及び算定方法について見直しを検討

する必要がある。 

     級地 5 

      現行級地制度については昭和６２年度から最大格差２２．５％、６区分

制とされているが、現在の一般世帯の生活扶助相当消費支出額をみると、

地域差が縮小する傾向が認められたところである。このため、市町村合併

の動向にも配慮しつつ、さらに今後詳細なデータによる検証を行った上、

級地制度全般について見直しを検討することが必要である。 10 

     その他 

      上記 で述べた定期的な評価を次回行う際には、今回行われた基準の見

直しに係る事項についても評価の対象とし、専門家による委員会等におい

て詳細な分析や検証を行い、被保護世帯の生活への影響等も十分調査の上、

必要な見直しを検討することが求められる。 15 

     財源の確保 

      生活保護制度は国が国民の最低生活を保障する制度である。このため、

いかなる突発的な事情や経済的・社会的環境の変化に際しても、財政事情

等によって給付水準や保護の認定・運用のばらつきを生じさせることなく、

憲法上保障された生存権を保障する機能を果たし、社会的不安定が生じる20 

ことを防ぐ必要がある。 

   イ 平成１９年検証（甲４の１・２、乙６、弁論の全趣旨） 

     平成１６年報告書を受けて、厚生労働省社会・援護局長の下に設置された

生活扶助基準検討会は、平成１９年検証を行い、平成１９年報告書を取りま

とめた。平成１９年検証は、平成１６年報告書において提言された定期的な25 

検証のほか、直近の全国消費実態調査の結果等を用いて、主に統計的な分析
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をもとに、専門的かつ客観的に評価・検証を実施したものであり、①水準の

妥当性、②体系の妥当性、③地域差の妥当性等を主な検討項目として行われ

た。 

平成１９年報告書の概要は、次のとおりである。 

 生活扶助基準の評価・検証の方法 5 

生活扶助基準の評価・検証を適切に行うためには、国民の消費実態を詳

細に分析する必要があり、そのためには、全国消費実態調査を基本とし、

収入階級別、世帯人員別、年齢階級別、地域別などの様々な角度から詳細

に分析することが適当である。 

 生活扶助基準の水準 10 

生活扶助基準の設定に当たっては、水準均衡方式が採用されていること

から、その水準は、国民の消費実態との関係、あるいは本人の過去の消費

水準との関係で相対的に決まるものと認識されている。したがって、生活

扶助基準の水準に関する評価・検証に当たっては、これらの点を総合的に

みて妥当な水準となっているかという観点から行うことが必要である。 15 

  生活扶助基準額は、これまで第１・十分位の消費水準と比較することが

適当とされてきたが、①第１・十分位の消費水準は、平均的な世帯の消費

水準に照らして相当程度に達していること、②第１・十分位に属する世帯

における必需的な耐久消費財の普及状況は、平均的な世帯と比べて大きな

差はなく、また、必需的な消費品目の購入頻度は、平均的な世帯と比較し20 

ても概ね遜色ない状況にあることから、今回、これを変更する理由は特段

ないと考える（ただし、これまで比較の対象としてきた夫婦子１人世帯の

第１・十分位の消費水準は、第３・五分位の７割に達しているが、単身世

帯（６０歳以上）については、その割合が５割（第１・五分位でみると約

６割）にとどまっている点に留意する必要がある。）。なお、これまでの給25 

付水準との比較も考慮する必要がある。 
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    生活扶助基準の体系 

 生活扶助基準の体系に関する評価・検証に当たっては、世帯構成などが

異なる生活保護受給者の間において実質的な給付水準の均衡が図られる

体系としていくべきとの観点から行い、その上で、必要な見直しを行って

いくことが必要である。 5 

世帯人員別の基準額の水準は、世帯人員４人以上の多人数世帯に有利で

あり、世帯人員が少ない世帯に不利になっている実態がみられる。年齢階

級別の基準額の水準は、仮に６０歳台の生活扶助基準額及び生活扶助相当

支出額を、それぞれ１としたときの比率では、２０歳～３９歳及び４０～

５９歳では相対的にやや低めになっている一方、７０歳以上では相対的に10 

やや高めであるなど消費実態からやや乖離している。 

    生活扶助基準の地域差 

  現行の級地制度における地域差を設定した当時（昭和５９年）の消費実

態と、直近（平成１６年）の消費実態を比較すると、地域差が縮小してい

る傾向がみられる。 15 

   ウ 平成２５年検証（甲６、５６、２１０、乙７、２２、弁論の全趣旨） 

平成１６年報告書及び平成１９年報告書に引き続き、保護基準について学

識経験者による専門的かつ客観的な評価・検証を行うため、平成２３年２月、

社会保障審議会の下に新たに常設部会として基準部会が設置された。 

基準部会は、平成２１年全国消費実態調査の特別集計等のデータを用いて、20 

生活扶助基準と一般低所得世帯の消費実態との均衡が適切に図られている

か否か等について、平成２５年検証を行い、平成２５年１月１８日付けの平

成２５年報告書を取りまとめた。それまでの基準部会の検討事項等は、別紙

５（基準部会の検討事項等）のとおりである。 

平成２５年報告書の概要は、次のとおりである。 25 

     検証方針と検証概要 
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      平成２５年検証においては、生活保護において保障すべき健康で文化的

な最低限度の生活の水準は、一般国民の生活水準との関連において捉えら

れるべき相対的なものとされてきたことから、生活扶助基準と対比する一

般低所得世帯として、第１・十分位を設定した。 

      その上で、様々な世帯構成の基準額を算出する際に基本となる年齢、世5 

帯人員及び地域別の基準額が第１・十分位の消費実態を十分反映している

かについてより詳細な検証を行うことにした。その際、仮に第１・十分位

の全ての世帯が生活保護を受給した場合の１世帯当たりの平均受給額が

不変となるようにして、年齢、世帯人員体系及び級地の基準額の水準への

影響を評価する方法を採用した。 10 

      平成２５年検証では、一部統計的分析手法である回帰分析を採用した。

その理由は、第一は、平成１９年検証では、各年齢階級の単身世帯のデー

タを用いて各年齢階級別の平均消費水準を分析したが、全国消費実態調査

の調査客体にはそもそも１０代以下の単身世帯がほとんどいないため、１

０代以下の消費を正確に計測できないという限界があった点を考慮した15 

こと、第二は、今回の検証結果の妥当性を補強するため、回帰分析を用い

た結果と概ね遜色がないかどうかを確認することとしたことである。 

     検証に使った統計データ 

      平成２５年検証では、国民の消費実態を世帯構成別に細かく分けて分析

する必要があるため、平成２１年全国消費実態調査の個票データを用いた。 20 

      平成２５年検証は、様々な世帯構成に対する基準の展開の妥当性を指数

によって把握しようとするものである。この指数は第１・十分位の世帯の

生活扶助相当支出を用いて算出した。第１・十分位の世帯を用いた理由は、

以下のとおりである。 

ａ 生活扶助基準を国民の健康で文化的な最低限度の生活水準として考25 

えた場合、指数を全分位の所得階層（全世帯）あるいは中位所得階層（第
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３・五分位）等から算出することも可能だが、これまでの検証に倣い、

生活保護受給世帯と隣接した一般低所得世帯の消費実態を用いること

が今回の検証では現実的と判断した。 

ｂ 第１・十分位の平均消費水準は、中位所得階層の約６割に達している

こと。 5 

ｃ 国民の過半数が必要であると考えている必需的な耐久消費財につい

て、第１・十分位に属する世帯における普及状況は、中位所得階層と比

べて概ね遜色なく充足されている状況にあること。 

ｄ 全所得階層における年間収入総額に占める第１・十分位の年間収入総

額の構成割合はやや減少傾向ではあるものの、高所得階層を除くその他10 

の十分位の傾向をみても等しく減少しており、特に第１・十分位が減少

しているわけではないこと。 

ｅ ＯＥＣＤの国際的基準によれば、等価可処分所得（世帯の可処分所得

のスケールメリットを考慮して世帯人員数の平方根で除したもの）の中

位値（全データの真中の値）の半分に満たない世帯は相対的貧困層にあ15 

るとされる。今回の検証に用いた平成２１年全国消費実態調査での等価

可処分所得の中位値は約２７０万円であるが、第１・十分位の等価可処

分所得の平均は９２万円、最大では１３５万円となっている。これは第

１・十分位に属する世帯の大部分はＯＥＣＤの基準では相対的貧困線以

下にあることを示していること。 20 

ｆ また、分散分析等の統計的手法により検証したところ、各十分位間の

うち、第１・十分位と第２・十分位の間において消費が大きく変化して

おり、他の十分位の世帯に比べて消費の動向が大きく異なると考えられ

ること。 

     検証手法 25 

     ａ 年齢階級別の基準額の水準 
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年齢階級別に設定されている生活扶助基準の第１類費について、異な

る年齢階級間の比率（指数）が、消費実態と比べてどれほどの乖離があ

るのかを検証した。その際、平成１９年検証の考え方では、各年齢階級

の単身世帯のデータを用いて、各年齢階級別の平均消費水準を分析した

が、全国消費実態調査の調査客体にはそもそも１０代以下の単身世帯が5 

ほとんどいないため、１０代以下の消費を正確に計測できないという限

界があった。このため、今回の検証では１０代以下の者がいる複数人世

帯のデータも用いて、１０代以下の者も含めた各年齢階級の消費水準を

計測できるよう統計的分析手法である回帰分析を採用した。その分析に

際しては、スケールメリットが最大に働く場合（単純に世帯年収に着目）10 

と最小に働く場合（１人当たりの世帯年収に着目）のそれぞれの想定に

応じた２種類の第１・十分位を設定し、それぞれを用いて算出された指

数の平均値を採用した。 

     ｂ 世帯人員別の基準額の水準 

第１類費相当支出及び第２類費相当支出ごとに、各世帯人員別の平均15 

消費水準を指数化（単身世帯を１）し、現行の基準額を同様に指数化し

たものと比較した。 

     ｃ 生活扶助基準の地域差 

世帯人員別の検証と同様に、平成１９年検証の考え方を用いて集計デ

ータより平均値を求め、各級地別に１人当たり生活扶助相当の平均消費20 

水準を指数化（１級地－１を１）したものと、現行の基準額を同様に指

数化したものとを比較した。 

     検証結果 

     ａ⒜ 年齢階級別（第１類費）の基準額の水準 

年齢階級別の生活扶助基準額による指数と第１・十分位の消費実態25 

による指数を比べると、各年齢階級間の指数に乖離が認められた。 
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      ⒝ 世帯人員別（第１類費及び第２類費）の基準額の水準 

第２類費における世帯人員別の生活扶助基準額による指数と第

１・十分位の消費実態による指数を比べると、世帯人員が増えるにつ

れて、乖離が拡大する傾向が認められた。 

      ⒞ 級地別の基準額の水準 5 

級地別の生活扶助基準額による指数と第１・十分位の消費実態によ

る指数を比べると、消費実態の地域差の方が小さくなっている。 

      ⒟ 年齢・世帯人員・地域の影響を考慮した場合の水準 

上記⒜～⒞の検証結果を踏まえ、年齢階級別、世帯人員別、級地別

の指数を反映した場合の各世帯への影響は、世帯員の年齢、世帯人員、10 

居住する地域の組み合わせにより、様々である。 

      ⒠ 厚生労働省において生活扶助基準の見直しを検討する際には、本報

告書の評価・検証の結果を考慮し、その上で他に合理的説明が可能な

経済指標などを総合的に勘案する場合は、それらの根拠についても明

確に示されたい。なお、その際には現在生活保護を受給している世帯15 

及び一般低所得世帯への見直しが及ぼす影響についても慎重に配慮

されたい。 

ｂ なお、上記ａ⒠の「考慮し、その上で他に合理的説明が可能な経済指

標などを総合的に勘案する場合は、それらの根拠についても明確に示さ

れたい。」との部分については、平成２５年１月１６日の基準部会（出20 

席者は駒村康平部会長・岩田正美部会長代理・阿部彩委員ら合計８名）

で当局が準備していた案には「考慮した上で、他に合理的説明が可能な

経済指標などがあれば、それらについても根拠を明確にして改定された

い。」と記載されていたが、委員の意見により修正したものであった。

また、物価指数については何も議論していないこと及び全国一律の物価25 

指数を当てはめることは非常に慎重に考えなければならない旨の意見
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等も委員から述べられていた。（甲５５の１～３、甲１５２、１５３） 

     検証結果に関する留意事項 

      年齢、世帯人員の体系、居住する地域の組み合わせによる基準の展開の

相違を消費実態に基づく指数に合わせたとしても、なお、その値と一般低

所得世帯の消費実態との間には、世帯構成によってさまざまに異なる差が5 

生じうる。こうした差は金銭的価値や将来見込みなど、個々人や個々の世

帯により異なりかつ消費に影響を及ぼす極めて多様な要因により生ずる

と考えられる。しかし、具体的にどのような要因がどの程度消費に影響を

及ぼすかは現時点では明確に分析ができないこと、また、特定の世帯構成

等に限定して分析する際にサンプルが極めて少数となるといった統計上10 

の限界があることなどから、全ての要素については分析・説明に至らなか

った。 

      今回の本部会で採用した年齢、世帯人員、地域の影響を検証する手法に

ついても委員による専門的議論の結果得られた透明性の高い一つの妥当

な手法である一方、これまでの検証方法との継続性、整合性にも配慮した15 

ものであることから、これが唯一の手法ということでもない。さらに本部

会の議論においては、国際的な動向も踏まえた新たな最低基準についての

探索的な研究成果の報告もあり、将来の基準の検証手法を開発していくこ

とが求められる。今後、政府部内において具体的な基準の見直しを検討す

る際には、今回の検証結果を考慮しつつも、同時に検証方法について一定20 

の限界があることに留意する必要がある。 

      全所得階層における年間収入総額に占める各所得五分位及び十分位の

年間収入総額の構成割合の推移をみると、中位所得階層である第３・五分

位の占める割合及び第１・十分位の占める割合がともに減少傾向にあり、

その動向に留意しつつ、これまで生活扶助基準検証の際参照されてきた一25 

般低所得世帯の消費実態については、なお今後の検証が必要である。 
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      とりわけ第１・十分位の者にとっては、全所得階層における年間収入総

額に占める当該分位の年間収入総額の構成割合にわずかな減少があって

も、その影響は相対的に大きいと考えられることに留意すべきである。 

      また、現実には第１・十分位の階層には生活保護基準以下の所得水準で

生活している者も含まれることが想定される点についても留意が必要で5 

ある。 

今般、生活扶助基準の見直しを具体的に検討する際には、現在生活保護

を受給している世帯及び一般低所得世帯、とりわけ貧困の世代間連鎖を防

止する観点から、子どものいる世帯への影響にも配慮する必要がある。 

 本件改定に至る経緯 10 

ア 平成２４年３月以降、当時は野党であった自由民主党の「生活保護に関す

るプロジェクトチーム」（世耕弘成座長）において、生活保護の給付水準を

１０％程度引き下げるという同党の方針が固まった。（甲１１３、１１４、

１１８～１２２） 

イ 平成２４年５月２５日、人気お笑いタレントが、母親が生活保護を受給し15 

ていたことを反省・謝罪する記者会見を開き、広く報道され、国会でも取り

上げられるなどした結果、いわゆる「生活保護バッシング」が発生した（甲

１１５の１～４、甲１１６、１１７、１６８、２３０、弁論の全趣旨）。  

ウ 平成２４年８月、社会保障制度改革推進法（別紙４（関係法令等の定め）

の第４）が成立して公布され、その附則２条において、生活保護制度に関し、20 

必要な見直しを早急に行うこととされた。 

エ 自由民主党は、平成２４年１２月１６日施行の衆議院議員総選挙の選挙公

約として、生活保護費の給付水準を原則１割カットすること等を掲げ、同選

挙後、政権に復帰した。（甲１３５、弁論の全趣旨） 

オ 新たに組閣された第２次安倍内閣の田村憲久厚生労働大臣は、平成２４年25 

１２月２７日及び同月２８日の記者会見において、生活保護につき、①下げ
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ないという選択肢はない、②給付水準を１割削減することは総選挙の政権公

約の中の一つとして打ち出したので、自由民主党から選出された大臣として

は、ある程度の制約を受ける旨発言した。さらに、同大臣は、平成２５年１

月１６日、生活保護の支給水準を「全体として引き下げることになる」と明

言した。（甲１２６、１２７、１２８、乙５９、６０） 5 

カ 本件改定を行うことは、同月２７日に後記 のとおり公表された。 

   本件改定の内容（甲８、乙４、１８、３１、弁論の全趣旨） 

   ア 本件改定 

     厚生労働大臣は、平成２５年告示、平成２６年告示及び平成２７年告示に

より、３年度に分けて順次、本件改定をした。 10 

   イ ゆがみ調整 

厚生労働大臣は、本件改定に当たり、基準部会の平成２５年報告書で指摘

された乖離の解消のためとして、ゆがみ調整をした。 

ただし、上記ゆがみ調整では、平成２５年検証の結果を反映させる比率を、

増額となる世帯を含む全ての被保護世帯について一律に２分の１処理をし15 

たが、これについては当時公表されず、基準部会にも諮られなかった。 

   ウ デフレ調整 

     厚生労働大臣は、本件改定に当たり、総務省ＣＰＩを基に、すべての消費

品目から、生活扶助以外の扶助で賄われる品目（家賃、教育費、医療費等）

及び原則として保有が認められていないか又は負担が免除されるために、被20 

保護世帯において支出することが想定されていない品目（自動車関連費、Ｎ

ＨＫ受信料等）を除外して算出した消費者物価指数を生活扶助相当ＣＰＩと

して勘案することとし、具体的には、平成２０年生活扶助相当ＣＰＩと平成

２３年生活扶助相当ＣＰＩを用いて、平成２０年から平成２３年までの生活

扶助相当ＣＰＩの変化率として算出した－４．７８％によって減額するデフ25 

レ調整をした。 
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   エ 激変緩和措置 

     本件改定は、平成２５年度から３年度にわたって段階的に実施するものと

された上、見直しの影響を一定程度に抑える観点から、本件改定前の基準か

らの増減幅は±１０％を超えないように調整された。 

   生活扶助相当ＣＰＩの内容 5 

本件改定において、デフレ調整に用いられた生活扶助相当ＣＰＩの具体的内

容等に関しては、以下のとおりである。 

   ア 生活扶助相当ＣＰＩは、前記 ウのように除外をした後の対象品目につき、

平成２２年において価格を１００とした指数に総務省ＣＰＩの算出の基礎

とされたウエイトを乗じ、その総計を上記ウエイトの合計で除して算出した10 

ものであり、厚生労働省が本件改定に係る生活保護基準の見直しを検討する

に際して、総務省ＣＰＩの算出基礎となっている数値を用いて独自に算定し

た指数である。（甲７６、乙１２１、１２２、弁論の全趣旨） 

   イ 上記アによると、平成２０年生活扶助相当ＣＰＩは１０４．５、平成２３

年生活扶助相当ＣＰＩは９９．５となり、その変化率は、次の計算式により、15 

－４．７８％である。 

（９９．５－１０４．５）÷１０４．５×１００（小数点第３位以下四捨五入） 

これに対し、総務省ＣＰＩの平成２０年から平成２３年までの変化率は、

次の計算式により、－２．３５％であった。 

（平成２３年総務省ＣＰＩ ９９．７－平成２０年総務省ＣＰＩ １０２．１） 20 

÷１０２．１×１００（小数点第３位以下四捨五入） 

両者の違いは、別紙図２の「２０１０年基準総務省ＣＰＩと生活扶助相当

ＣＰＩ」（甲２６８の５頁）のとおりである。（甲７８、１１１、２６８、乙

２８～３０） 

   ウ 生活扶助相当ＣＰＩの品目の教養娯楽用耐久財のうち、テレビ・パソコン25 

等の価格指数（乙２９）の変動が、総務省ＣＰＩにおける総計を１００００
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とする各品目のウエイト（乙３０）に基づいて、総合指数の変化率にどの程

度寄与したかを示す寄与度を、次の計算式により試算すると、以下のとおり、

合計２．８７％となる。（甲１９、１４４、１６８、２８９、乙２８～３０） 

（各品目の平成２３年価格指数－各品目の平成２０年価格指数） 

×各品目の平成２３年ウエイト÷全対象品目のウエイトの総和（６３９３） 5 

÷平成２０年生活扶助相当ＣＰＩ（１０４．５）×１００ 

品目 平成２３年

ウエイト 

平成２０年

価格指数 

平成２３年

価格指数 

寄与度（小数第３

位以下四捨五入） 

テレビ ９７ ２０５．８ ６９．１ －１．９８％ 

パソコン 

(デスクトップ型） 

１０ ２３７．２ ６０．１ －０．２７％ 

パソコン 

（ノート型） 

２０ ２８１．６ ７６．０ －０．６２％ 

   厚生労働省社会・援護局保護課による説明（甲７６、１３９の３） 

    厚生労働省社会・援護局保護課は、平成２５年１月２７日、本件改定に関し

「生活扶助基準等の見直しについて」と題する書面を公表した。 

その概要は、次のとおりである。 10 

   ア 生活扶助基準等の見直しの考え方と影響額 

     基準部会における検証結果を踏まえ、年齢・世帯人員・地域差による影響

を調整し（財政効果９０億円）、これに加えて、平成２０年以降の物価の動

向を勘案して減額する（財政効果：本体分５１０億円、加算分７０億円）と

ともに、激変緩和措置を講じる。 15 

   イ 生活扶助基準等の見直しについて 

     生活扶助基準等の見直しの財政効果（マクロベース）として、３年間で６

７０億円程度（国費ベース）、６．５％程度の財政効果があり、また、期末

一時扶助の見直しを行い、７０億円程度（国費ベース）の財政効果がある。
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個々の世帯に着目した見直しの概要（ミクロベース）として、物価の下落を

勘案した調整については受給者全員に影響するが、体系・級地等の「歪み」

を調整することにより、７０％の世帯の見直し幅は物価の下落率を下回る。 

   ウ 生活扶助にかかる物価の動向について 

     生活扶助は、食費や水道光熱費といった基礎的な日常生活費を賄うもので5 

あるため、生活扶助に相当する消費品目のＣＰＩ（物価指数）をみる必要が

ある。具体的には、品目別の消費者物価指数のうち、①家賃、教育費、医療

費など生活扶助以外の他扶助で賄われる品目、②自動車関係費、ＮＨＫ受信

料など原則生活保護受給世帯には生じない品目を除いた品目を用いて、生活

扶助相当ＣＰＩを算出した。 10 

     その結果、平成２０年生活扶助相当ＣＰＩ（１０４．５）から平成２３年

生活扶助相当ＣＰＩ（９９．５）までの下落率は４．７８％であった。 

   エ 平成２０年からの物価を勘案することについて 

     平成２５年検証は、平成２１年全国消費実態調査を用いて、年齢・世帯人

員・級地ごとに、現行の基準額と一般低所得世帯（第１・十分位）の消費実15 

態を比較し、その歪みを検証したものである。 

     このため、今回の検証結果を反映させたとしても、基準と一般低所得世帯

との消費の年齢、世帯人員、級地による乖離が調整されるのみであり、デフ

レ等による金額の絶対水準の調整がなされるものではない。 

     また、今回物価を勘案した考え方は、平成１９年検証の結果を踏まえた上20 

で、平成２０年度の基準額が定められ、以後もその基準額が据え置かれてき

た経緯に鑑み、平成２０年から勘案することとしたものである。 

   本件訴訟の経緯等 

   ア 甲事件（甲９、１０、１８、乙３８、弁論の全趣旨、顕著な事実） 

     別紙２－１（処分一覧表１）の「処分行政庁」欄記載の各処分行政庁は、25 

「処分の名宛人」欄記載の各原告に対して「処分日」欄記載の各日付けで、
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法２５条２項に基づく各保護変更決定処分をした。その通知書には、決定

理由につき、「基準改定」（津市及び桑名市）、「基準改定による変更」（四

日市市）、「平成２５年８月基準改定による。」（松阪市）と記載されていた。 

     甲事件原告らは、別紙６（審査請求日等一覧）の「審査請求日」欄の日

付けで三重県知事に対して審査請求をしたが、「裁決日」欄の日に、いず5 

れも棄却する旨の裁決がされた。 

     甲事件原告らは、別紙６（審査請求日等一覧）の「再審査請求日」欄の

日付けで、上記 の裁決に対して再審査請求をした。厚生労働大臣は、平

成２７年５月１１日、これらの再審査請求について、原告⑧及び原告⑳以

外のものについては棄却する旨の裁決をし、原告⑧及び原告⑳のものにつ10 

いては却下する旨の裁決をした。 

     甲事件原告らは、平成２６年８月１日、甲事件の訴えを提起した。 

     原告③は令和４年６月１９日に、原告④は令和４年１月日時不詳に、原

告⑲は令和５年４月１５日に、それぞれ死亡した。 

   イ 乙事件（甲６０、乙４５、４６、弁論の全趣旨、顕著な事実） 15 

     別紙２－２（処分一覧表２）の「処分行政庁」欄記載の各処分行政庁は、

「処分の名宛人」欄記載の各原告に対して「処分日」欄記載の各日付けで、

法２５条２項に基づく各保護変更決定処分をした。その通知書には、決定

理由について、「基準改定」（津市）、「基準改定による変更」（四日市市）

と記載されていた。 20 

     原告⑧及び原告⑳は、平成２７年５月８日に三重県知事に対して審査請

求をしたが、同年６月２３日、いずれも棄却する旨の裁決がされた。 

     原告⑧及び原告⑳は、平成２７年１２月２２日、乙事件の訴えを提起し

た。 

 ４ 争点 25 

   出訴期間の経過の有無（本案前の争点）（甲事件の原告⑧・原告⑳）（争点１） 
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   本件各変更決定の適法性（甲事件・乙事件共通） 

   ア 判断枠組み（争点２－１） 

   イ ゆがみ調整の合理性（争点２－２） 

   ウ デフレ調整の合理性（争点２－３） 

   理由付記に係る瑕疵の有無（甲事件・乙事件共通）（争点３） 5 

 ５ 争点に対する当事者の主張の要旨 

   別紙７（当事者の主張の要旨）のとおりである。 

第３ 争点に対する判断 

   当裁判所は、本件改定に当たり厚生労働大臣がしたデフレ調整は合理性を欠き、

本件改定は法３条、８条２項の各規定に違反するものとして違法であり、本件改10 

定に基づく本件各決定も違法となるから、甲事件の訴訟係属中に死亡した原告ら

並びに出訴期間を徒過した原告⑧及び原告⑳の請求を除き、甲事件及び乙事件の

原告らの本件各決定の取消しを求める請求はいずれも理由があるから認容すべ

きものと判断する。 

 １ 争点 （出訴期間の経過の有無（本案前の争点））について 15 

   証拠（乙１）によれば、原告⑧及び原告⑳が平成２５年告示による保護変更

決定に係る審査請求の裁決があったことを知った日は、代理人弁護士に対して

同裁決の配達が完了した日と解するべきところ、原告⑧については平成２５年

１０月３１日、原告⑳については同月２５日であったことが認められる。これ

に対し、原告⑧及び原告⑳は、裁決があったことを知った日は同年１１月１３20 

日であると主張するが、認めることはできない。 

   証拠（甲１０の８・２０）によれば、原告⑧及び原告⑳が再審査請求をした

日付けは、平成２５年１２月１１日であることが認められるから、審査請求の

裁決があったことを知った日の翌日から起算して、行政不服審査法（平成２６

年法律第６８号による改正前のもの）５３条所定の３０日を経過しており、再25 

審査請求期間を徒過したものと認められ、そのことについて、同法５６条が準
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用する同法１４条１項ただし書所定の天災その他やむを得ない理由もない。 

   したがって、原告⑧及び原告⑳について、平成２５年告示による保護変更決

定の取消しを求める訴えの出訴期間は、行政事件訴訟法１４条３項本文により

審査請求に対する裁決を知った日から６か月となるところ、甲事件の訴えが提

起された日は平成２６年８月１日であるから、出訴期間を徒過したものである。 5 

２ 争点（２－１）（判断枠組み）について 

 一般に、行政処分において行政庁の裁量権が認められる場合においても、法

律上考慮すべき事項を考慮せず、又は、考慮すべきでない事項を考慮して行政

庁が判断を行えば、裁量権の範囲の逸脱又は濫用として、違法な行政処分とな

り得るものと解される。 10 

    法３条によれば、「保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準

を維持することができるものでなければならない」上、法８条２項によれば、

保護基準は、「要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護

の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分

なものであって、且つ、これをこえないものでなければならない」とされる。15 

したがって、上記「必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十

分なもの」を保障しなければならない一方で、考慮してはならない事項を考慮

すれば、いわゆる他事考慮として裁量権の範囲の逸脱又は濫用となり得る。 

 本件改定は、平成１６年報告書において求められていた５年に一度の頻度で

行う定期的な検証（前提事実 ア ）とは別に、生活扶助基準の改定をするも20 

のであった。 

憲法２５条にいう「健康で文化的な最低限度の生活」は、極めて抽象的・相

対的な概念であって、その具体的内容は、その時々における文化の発達程度、

経済的・社会的条件、一般的な国民生活の状況等との相関関係において判断決

定されるべきものであり、これを保護基準において具体化するに当たっては、25 

高度の専門技術的な考察とそれに基づいた政策的判断を必要とするものであ
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る（朝日訴訟最高裁判決・堀木訴訟最高裁判決参照）。 

したがって、保護基準中の生活扶助基準を改定するに際しても、その内容が

法３条にいう「健康で文化的な生活水準を維持することができるもの」である

か否かを判断するにあたっては、厚生労働大臣に上記のような専門技術的な見

地からの裁量権が認められるものというべきである。     5 

   実際にも、生活扶助基準の改定の前提となる「最低限度の生活」の需要に係

る評価や生活保護受給者への可及的な配慮は、前記のような専門技術的考察に

基づくものとして、その改定については本件改定に至るまで各種統計や専門家

の作成した資料に基づいて検討されてきた経緯があったと認められる。（前提

事実 ・ ） 10 

これらの経緯等に鑑みても、生活扶助基準の改定（激変緩和措置を採用する

場面を除く。）は、生活扶助基準の改定の必要があり、当該改定後の生活扶助

基準の内容が生活保護受給者の「健康で文化的な生活水準を維持する」に足り

るものであるとした厚生労働大臣の判断に、「最低限度の生活」の具体化に係

る判断の過程及び手続における過誤・欠落の有無等の観点からみて裁量権の範15 

囲の逸脱又はその濫用があると認められる場合には、法３条、８条２項の規定

に違反し、違法となるというべきである（老齢加算訴訟最高裁判決参照）。 

 ３ 争点（２－３）（デフレ調整の合理性）について 

   基準部会に諮っていないことについて 

ア たしかに、法において、生活扶助基準の改定に当たって、基準部会等によ20 

る諮問手続を経ることは要件となっていない。したがって、これらの専門機

関等による検討を経なかったとしても、それだけで直ちに違法となるものと

までは解されない。 

イ もっとも、生活扶助基準の改定には、高度の専門技術的な考察とそれに基

づいた政策的判断を必要とするものであるところ、本件改定までの生活扶助25 

基準の改定は、基本的に専門機関の検討結果を踏まえて行われてきたことが
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認められる。また、厚生労働大臣の判断に裁量権が認められるのは、必要と

される専門的知見を有していることを前提とするものであるから、少なくと

も従前の専門的知見と異なる見解を採用して生活扶助基準を改定する場合

には、その点について何らかの形で具体的に専門機関の検討を経ていない限

り、専門的知見とは異なる独自の見解に基づく判断が行われたものと疑われ5 

てもやむを得ないことになる。 

ウ とりわけ、保護基準を引き下げる場合には、従前の基準が法８条２項所定

の「最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこ

えないもの」として設定されていた以上、誤って過大な引下げが行われれば、

直ちに「最低限度の生活の需要を満たす」には足りない水準となってしまう10 

ことになり、ひいては生活保護受給者の生存権を脅かしかねないのであるか

ら、慎重の上にも慎重を期して、専門的知見を集約して誠実に検討すべきも

のであることは明らかである。 

本件改定における厚生労働大臣の裁量権の行使に対する司法審査も、以上

の観点から行うべきものである。 15 

エ 本件改定に関しては、以下のとおり認められる。（前提事実 ウ・エ及び

、弁論の全趣旨） 

昭和５８年意見具申が、生活扶助基準の改定においては、一般国民の消費

動向を踏まえると同時に、前年度までの一般国民の消費水準との調整をすべ

きであり、賃金や物価については参考資料にとどめるべきとしたことにより、20 

水準均衡方式が採用され、本件改定に至るまで、生活扶助基準の改定におい

ては、物価そのものの額が直接に反映されたことはなかった。 

しかし、本件改定におけるデフレ調整は、消費者物価指数である総務省Ｃ

ＰＩを独自に改変した生活扶助相当ＣＰＩに基づく物価の下落率４．７８％

をそのまま生活扶助基準の減額率としたものである。 25 

すなわち、デフレ調整は、それまで昭和５８年意見具申によって「賃金や
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物価は、そのままでは消費水準を示すものではないので、その伸びは、参考

資料にとどめるべきである」とされていた物価（前提事実 イ ）の下落率

を引下げの直接の根拠として大幅な引下げを行うものであり、従前の水準均

衡方式により行われてきた生活扶助基準の改定とは全く性質を異にする見

解を前提とするものである。 5 

なお、本件改定は、この点において、従前から専門委員会等において廃止

を含めた見直しの議論が行われていた生活保護の老齢加算の廃止（老齢加算

訴訟最高裁判決参照）とは、明らかに事案が異なるものである。 

オ しかし、厚生労働大臣は、デフレ調整を含む本件改定をするに当たっては、

生活扶助相当ＣＰＩの採用及びその算定等について、基準部会等の専門機関10 

に諮ることはなかった。むしろ、平成２５年報告書の取りまとめの経緯（前

提事実 ウ ｂ）に鑑みれば、既に生活扶助相当ＣＰＩを根拠とする引下げ

を行う方針を決めていながら、これを平成２５年１月１６日に開催された基

準部会においても殊更に秘した上で、新たな「経済指標」に基づく改定をあ

たかも基準部会が一任したかのような取りまとめをしようと図ったものの、15 

委員から、物価指数については何も議論していないこと及び全国一律の物価

指数を当てはめることは慎重に考えなければならないとの意見を表明され

るなどしたため、より抽象的かつ慎重な表現への修正を余儀なくされたもの

とみられる。 

そして、本件改定の根拠が圧倒的多数の専門家の専門的知見に反するもの20 

であることは、原告らが書証として提出した多数の意見書等（甲６２、６８、

７７、８０、８３、８５、１４３、１４５、１４８、１５４、１５８、１６

２、１６４～１６６、１７９、１８４、２５８、２６０の１・２、甲２６８

～２７１）の内容からしても明らかであり、とりわけ岩田正美（基準部会長

代理）は、生活保護の縮小自体に対して疑問を提起しており（甲２３０）、25 

本件訴訟と同一内容の別件訴訟における証言（甲１５３）においても、基準
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部会について、「財政削減のために私たちは利用されたのかもしれない」、「常

設部会は、ちょっと便利に使われちゃったかなというようなことで、常設部

会があろうとなかろうと、やることは同じだったかもしれませんけれども、

私個人としては非常に残念な思いがしています。そうした、外部から下げろ

という圧力がある。そして、部会が専門的な検証をして、下げる口実を作っ5 

ていくというような構図をこのまま続けていくのは、やはり日本にとって決

して良くない」などと証言している。 

カ 被告らは、平成１９年報告書において生活扶助基準を改定する必要性が認

められていたとも主張するが、デフレ調整に類する検討が行われていたとは

認められない。（前提事実⑶イ） 10 

また、生活扶助基準の改定については、その時々の消費生活の実態の影響

を強く受けるものであり、平成１９年報告書から本件改定までに５年以上も

経過していたことからすれば、およそデフレ調整の根拠となり得るものでは

ない。他に、被告ら提出の学者の意見書（乙８７）や本件改定を担当した官

僚の供述（乙１２１、１２２）等によっても、デフレ調整の必要性について15 

合理的な根拠となるほどの専門的知見を厚生労働大臣が有していたとはう

かがえない。 

キ そうすると、本件改定は、そもそも厚生労働大臣の判断の手続自体に重大

な疑義があり、専門的知見に基づいて裁量権を行使したというよりも、むし

ろ基準部会をはじめとする専門家の意見を無視ないし著しく軽視して、本件20 

改定を強行したものとみざるを得ないのであって、その結果、手続のみなら

ず判断の過程にも過誤又は欠落があることが強く疑われるものであったと

いうべきである。 

 生活扶助相当ＣＰＩの算出について 

ア 一般的に消費者物価指数として用いられる総務省ＣＰＩには、生活扶助に25 

よる支出が想定されない品目も含まれていることからすれば、これらの品目
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を除いたものを生活扶助相当ＣＰＩとして算出し、これを参考資料として用

いるという手法自体には、一定の合理性があると認められる。 

イ  しかし、本件改定は、平成２０年から平成２３年までの３年間に生活扶 

助相当ＣＰＩが４．７８％下落したと算出されたことを根拠とするもので

あるところ、生活扶助相当ＣＰＩの下落率において、特に影響の大きいも5 

のはテレビ・パソコン等であり、その寄与度は合計２．８７％にも上り（前

提事実 ウ）、これは上記４．７８％の約６割を占めるものであったこと

が認められる。また、総務省ＣＰＩにおけるウエイトの総計は１００００

であるのに対し、生活扶助相当ＣＰＩのウエイトの合計は６３９３であっ

たから、テレビ・パソコン等の価格変動の比重は、一般世帯の約１．６倍10 

（１００００÷６３９３≒１．６）に拡大評価されることになる。 

 総務省統計局はテレビ・パソコン等の価格指数の大幅な下落は技術革新

や性能向上という要因によるものであると説明している。（甲７８） 

 たしかに被保護世帯においてもテレビ・パソコン等の保有は認められて

おり、一般家庭とほぼ同様に普及しているとみられるとしても、上記 の15 

要因によってテレビ・パソコン等を買い替える余裕があったとは考えられ

ない。なお、地上デジタル放送への移行に際しては、被保護世帯を含むＮ

ＨＫ受信料全額免除世帯にデジタルチューナーが無償給付されている。

（甲１４４、１７７の１～３） 

 したがって、テレビ・パソコン等の価格の下落によって、従前よりも被20 

保護世帯の家計に余裕が生じたとは、想定し難い。（甲１４４、２８９） 

 加えて、厚生労働省が毎年、全国の被保護世帯を対象として、生活実態

を明らかにすることによって、生活保護基準の改定等生活保護制度の企画

運営のために必要な基礎資料を得ること等を目的として統計を取ってい

る社会保障生計調査において、平成２２年におけるテレビ・パソコン等を25 

含む教養娯楽用耐久財の支出割合は、一般世帯が約１．７％であったのに
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対し、被保護世帯は約０．６％にすぎなかったことが認められる。（甲６

２、６４、乙１１９） 

ウ しかし、本件改定の検討に当たり、上記イの諸点が考慮された形跡は全く

みられない。これは、厚生労働省において、総務省の統計を不適切に利用・

改変したばかりか、厚生労働省自身が統計を取っていた社会保障生計調査の5 

結果さえも恣意的に度外視したという批判を免れないものである。 

したがって、本件改定のデフレ調整における生活扶助相当ＣＰＩの算定は、

統計等の客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性を欠く

ものであり、法８条２項にいう「必要な事情」を考慮していないものという

べきである。そして、これは生活扶助基準を「最低限度の生活の需要」を満10 

たすのに足りない水準としかねない重大なものである。原告らの陳述書等

（甲２９０～２９９の２）及び死亡した原告⑲の本人尋問の結果によっても、

本件改定は、生活保護受給者の「最低限度の生活」を脅かすものであったと

うかがわれる。このような厚生労働大臣の判断の過程には、過誤又は欠落が

あったものというべきである。 15 

 起算点を平成２０年度としたことについて 

    ア 本件改定は、平成２０年から平成２３年までの間に、生活扶助相当ＣＰ

Ｉが４．７８％下落したと算出されたことを根拠とするものである。 

しかし、生活扶助基準の改定は、平成１９年度までは水準均衡方式に基

づき、民間最終支出の伸び率を基礎とした一般国民の消費水準との調整を20 

行った結果、据え置くこととなったのに対し、平成２０年度は、原油高や

世界的な経済情勢等その時々の経済、雇用情勢等を総合的に勘案した上で、

原油価格の高騰が消費に与える影響等を見極めるため、生活扶助基準の改

定を見送ったものにすぎず、平成２０年度の生活扶助基準を積極的に妥当

とする判断をしたわけではない。（前提事実⑵エ） 25 

そうすると、仮に物価動向を勘案した調整をするとしても、その起算点
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としては、平成２０年度ではなく平成１９年度とするのが自然である。 

さらに、総務省ＣＰＩによると、別紙図２の「２０１０年基準総務省Ｃ

ＰＩと生活扶助相当ＣＰＩ」のとおり、平成１９年から平成２０年にかけ

ては物価が高騰してその前後で最高水準となり、平成２２年を１００とし

た平成２０年の総務省ＣＰＩは１０２．１まで上昇していたのに対し、平5 

成２１年以降は相当下落していたことが認められる。 

    イ そうすると、平成１９年度ではなく敢えて平成２０年度を起算点とした

場合には、同年度における一時的な物価の上昇に伴うその後の物価の大幅

な下落によって、生活扶助基準の引下げを過大に行うこととなりかねない

ことが明らかであったが、就任早々から大幅な引下げを明言していた厚生10 

労働大臣（前提事実 オ）が、本件改定に当たって、その問題性を慎重に

検討した形跡はみられない。 

被告らの主張は、生活扶助基準に関する専門家による検証が本件改定前

に行われたのは平成１９年検証であり、平成１９年までの社会経済情勢等

は既に同年度の改定において斟酌されていたから、平成２０年以降の経済15 

情勢のみを斟酌することにしたなどというものである。しかし、それでも

平成２０年度を起算点とすれば、平成１９年から平成２０年まで１年間の

変化は考慮されていないことになる上、平成１９年度においても平成２０

年度と同様に生活扶助基準は据え置かれていたことからすると、敢えて平

成１９年度を外し、物価が一時的に上昇した平成２０年度を起算点とすべ20 

き合理的な理由はなく、これは生活扶助基準の引下げの幅を大きく算出す

る方向で、総務省の統計を部分的に切り取って利用し、恣意的な起算点の

選択をしたものとみられてもやむを得ないものである。 

このように、生活扶助相当ＣＰＩの比較の起算点を平成２０年度とした

点も、統計等の客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性25 

を欠くものであるから、上記 ウと同様に、厚生労働大臣の判断過程には、
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過誤又は欠落があったものというべきである。 

 考慮すべきではない事項の考慮について 

ア さらに、本件改定に至る経緯（前提事実 及び乙１２１、１２２）にお

いては、次のような背景があったことが容易に推認される。 

厚生労働省においては、平成２４年の衆議院議員総選挙で政権復帰が想5 

定されていた自由民主党が発表していた生活保護費を１０％削減すると

の方針ないし選挙公約に忖度し、当時会合が重ねられていた基準部会にお

ける議論とは全く無関係に、早い時期から生活扶助基準を大幅に引き下げ

るべく内々に検討をし、平成２４年１２月１６日施行の衆議院議員総選挙

により自由民主党が政権に復帰し、新内閣の厚生労働大臣が同月２７日及10 

び同月２８日の就任記者会見で生活保護の給付水準の引下げを断行する

旨発言し、平成２５年１月１６日にもその旨明言すると、同日の基準部会

においては、本件改定に関しては何ら明らかにせず、デフレ調整そのもの

及びゆがみ調整の２分の１処理について何ら意見を求めないまま、取りま

とめを終える一方、同月２７日には本件改定を公表したものである。 15 

イ 以上によれば、厚生労働大臣が、デフレ調整等に当たっての専門的知見

に基づく検討が極めて不十分であったにもかかわらず、極めて拙速に本件

改定に及んだのは、上記選挙公約の下で「生活保護バッシング」に現れた

ような国民の不公平感・不信感が醸成されていたことを背景に、たとえ専

門的知見に反してでも、反対意見を排除して早急に生活扶助基準を引き下20 

げるという政治的方針を実現しようとしたものとみるほかない。 

これに対し、被告らは、社会保障制度改革推進法の附則において、保護

基準の早急な見直しが求められており、専門機関から意見聴取をする時間

がなかったなどと主張するが、これほど拙速に引下げを求められていたと

いうことは到底できない。また、そもそも、上記のとおり現に本件改定の25 

公表直前まで基準部会は開催されており、取りまとめの最中であったから、
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およそ専門機関から意見聴取をする時間がなかったなどというのは、全く

事実に反する詭弁というほかない。 

    ウ そして、法の定める「最低限度の生活」を具体的に設定するためには、

高度の専門技術的な考察とそれに基づいた政策的判断を必要とするもの

である反面、生活扶助基準の設定に関して、およそ専門的知見を無視ない5 

し著しく軽視した単なる政治的判断をすることが許されるものではない。 

たしかに、生活扶助基準を検討するに際しては、被保護世帯の生活実態

のみを切り離して考えることはできず、現在の水準均衡方式に至る考え方

の変遷（前提事実⑵）にもみられるように、国民一般の生活実態等を考慮

に入れること自体は不合理とはいえない。しかし、生活扶助基準の改定に10 

当たっては、選挙公約や「生活保護バッシング」に見られるような憲法２

５条の保障の下にある生活保護自体に対する否定的な国民感情は、前記の

ような慎重な検討の契機とすることはともかくとして、本来的には考慮す

べき事項ではない。したがって、厚生労働大臣は、考慮すべきではない事

項を考慮したものというほかない。 15 

    以上によれば、本件改定は、次のとおり違法であるから、それを前提とし

てされた本件各決定も違法である。 

     本件改定におけるデフレ調整は、基準部会をはじめとする専門機関に諮ら

ないまま行われており、他に専門的知見との整合性を認めるに足りる証拠も

ない。また、生活扶助相当ＣＰＩの算定やその比較の起算点の設定には、統20 

計等の客観的数値との合理的関連性や専門的知見との整合性が認められず、

その点について検討が行われた形跡も見当たらない、むしろ、本件改定の背

景には、専門的知見を度外視した政治的判断があったことがうかがわれる。

そうすると、本件改定の過程及び手続には全体として過誤又は欠落があった

といわざるを得ない。 25 

したがって、原告らが主張するその他の種々の点について論じるまでもな
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く、厚生労働大臣が本件改定に当たり行ったデフレ調整については、「最低

限度の生活」の具体化に係る判断の過程及び手続における過誤又は欠落の有

無等の観点からみて、裁量権の範囲の逸脱又は濫用があると判断される。 

    なお、被告らは、本件改定後の平成２９年検証を取りまとめた平成２９年

報告書（甲２１１、乙８６）の内容等によれば、本件改定を正当化し得るな5 

どという主張もしているが、厚生労働大臣の判断過程における過誤又は欠落

は、事後的な事情によって治癒されるものではないから、主張自体失当であ

る。 

 ４ 争点（２－２）（ゆがみ調整の合理性）について 

   本件改定においては、違法なデフレ調整によって、全体として４．７８％もの10 

大幅な生活扶助基準の引下げが行われたものであり、原告らについても、同時に

ゆがみ調整が行われたことにより個々の世帯の引下率には若干の個別差は生じ

ているものの、全員が例外なく引下げをされている。したがって、ゆがみ調整の

当否にかかわらず、本件各決定が全体として違法性を帯びていることは明らかで

ある。 15 

そして、本件訴訟は、本件改定に基づく保護変更決定処分である本件各決定の

取消しを専ら求めているものであり、国家賠償請求は併合提起されていないこと

等からしても、上記違法性の内容及び程度等について、これ以上検討を加えるま

でもない。 

第４ 結論 20 

 １ 以上によれば、その余の争点を検討するまでもなく、本件改定は違法であり、

本件改定に基づく本件各決定も違法である。 

２ よって、生存する原告らの請求のうち、甲事件の原告⑧及び原告⑳を除く請求

及び乙事件の請求はいずれも理由があるから認容し、甲事件の原告⑧及び原告⑳

の訴えは不適法であるから却下することとする。 25 

 ３ なお、原告③、原告④及び原告⑲はこれまでに死亡しているところ、保護を受
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ける権利は一身専属の権利であり、当該被保護者の死亡によって当然に消滅し、

相続の対象となり得ない（朝日訴訟最高裁判決参照）。したがって、甲事件の原

告③、原告④及び原告⑲の訴えについては、その死亡と同時に終了したものと解

されるので、この旨を主文において明らかにすることとする。 

 ４ 訴訟費用の負担については、行政事件訴訟法７条、民事訴訟法６１条、６４条5 

ただし書を適用し、全部被告らの負担とする。 

津地方裁判所民事部 

 

       裁判長裁判官（署名押印欄）                  

竹   内   浩   史 10 

 

 

          裁判官（署名押印欄）                              

        清   水       萌 

 15 

 

          裁判官（署名押印欄）                  

        山   﨑   次   矩 

 

 20 
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別紙１及び別紙２－１、２－２省略 
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（別紙３）略称・定義一覧 

法 生活保護法 

保護基準 法８条１項により定められた「生活保護法による保護の基準」

（昭和３８年厚生省告示第１５８号） 

生活扶助基準 保護基準のうち生活扶助（法１１条１項１号）に関する基準 

第１類費 生活扶助基準（別表第１）の基準生活費（第１章）のうち、世

帯を構成する個人ごとに算出される第１類の額 

第２類費 生活扶助基準（別表第１）の基準生活費（第１章）のうち、世

帯ごとに算出される第２類の額 

ウエイト 家計の消費支出額に占める個々の品目の支出額の構成比 

第１・十分位 年間収入階級第１・十分位（収入の低い世帯から順番に並べ、

世帯数が等しくなるよう１０等分した場合における、収入の最

も低い層） 

第１・五分位 年間収入階級第１・五分位（収入の低い世帯から順番に並べ、

世帯数が等しくなるよう５等分した場合における、収入の最も

低い層） 

生活扶助相当支出

（額） 

（生活保護を受給していない世帯における）生活扶助費による

支出が想定されている品目への支出（額） 

昭和５８年意見具申 厚生省（当時）の中央社会福祉審議会が、昭和５８年１２月２

３日に発表した「生活扶助基準及び加算のあり方について（意

見具申）」 

専門委員会 厚生労働省（平成１３年１月６日の省庁再編により設置）の社

会保障審議会（厚生労働省設置法７条１項に定める厚生労働大

臣の諮問機関）が、平成１５年７月、その福祉部会内に設置し

た「生活保護制度の在り方に関する専門委員会」 
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平成１６年検証 平成１６年の専門委員会における検証 

平成１６年報告書 平成１６年検証の結果を平成１６年１２月に取りまとめた報

告書 

生活扶助基準検討会 生活扶助基準の見直しの分析・検討を行うため、平成１９年に

厚生労働省社会・援護局に置かれた学識経験者等による「生活

扶助基準に関する検討会」 

平成１９年検証 平成１９年の生活扶助基準検討会における検証 

平成１９年報告書 平成１９年検証の結果をまとめた平成１９年１１月３０日の

「生活扶助基準検討会報告書」 

基準部会 保護基準の検証等を行う機関として社会保障審議会の下に常

設された学識経験者による部会 

平成２５年検証 基準部会が平成２１年全国消費実態調査の個票データを用い

て平成２５年１月までに実施した検証 

平成２５年報告書 平成２５年検証の結果をまとめた平成２５年１月１８日の「生

活保護基準部会報告書」 

平成２９年検証 基準部会が平成２８年５月から平成２９年１２月までの間に

実施した検証 

平成２９年報告書 平成２９年検証の結果をまとめた平成２９年１２月１４日の

「社会保障審議会生活保護基準部会報告書」 

平成２５年告示 平成２５年厚生労働省告示第１７４号 

平成２６年告示 平成２６年厚生労働省告示第１３６号 

平成２７年告示 平成２７年厚生労働省告示第２２７号 

本件各告示 平成２５年告示、平成２６年告示及び平成２７年告示 

本件改定 本件各告示による保護基準の改定 

本件各決定 原告らが平成２５年告示及び平成２７年告示による改定に基
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づいて受けた生活扶助の支給額を減額する旨の保護変更決定

処分 

ゆがみ調整 本件改定のうち、基準部会の平成２５年検証の結果に基づき、

第１・十分位の消費実態と生活扶助基準の年齢、世帯人員、居

住地域別の較差を是正する調整 

２分の１処理 厚生労働大臣が、ゆがみ調整をするに当たり、平成２５年報告

書に記載された生活扶助相当支出額の指数そのものを使用せ

ず、これを反映する比率を２分の１として改定率を算出して実

施した処理 

総務省ＣＰＩ 総務省統計局が公表している消費者物価指数 

生活扶助相当ＣＰＩ 厚生労働大臣が生活扶助による支出が想定される品目を対象

として本件改定のために算出したものとされる消費者物価指

数 

デフレ調整 本件改定のうち、平成２０年から平成２３年までの生活扶助相

当ＣＰＩの下落率により生活扶助基準を一律減額した調整 

テレビ・パソコン等 テレビ、パソコン（デスクトップ型）及びパソコン（ノート型） 

社会権規約 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約（Ａ規約） 

朝日訴訟最高裁判決 最高裁判所昭和３９年（行ツ）第１４号同４２年５月２４日大

法廷判決・民集２１巻５号１０４３頁 

堀木訴訟最高裁判決 最高裁判所昭和５１年（行ツ）第３０号同５７年７月７日大法

廷判決・民集３６巻７号１２３５頁 

老齢加算訴訟最高裁

判決 

最高裁判所平成２２年（行ツ）第３９２号同２４年２月２８日

第三小法廷判決・民集６６巻３号１２４０頁及び最高裁判所平

成２２年（行ヒ）第３６７号同２４年４月２日第二小法廷判

決・民集６６巻６号２３６７頁 
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（別紙４）関係法令等の定め 

第１ 日本国憲法 

２５条 

  １項 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 

２項 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向5 

上及び増進に努めなければならない。 

第２ 法 

 １ １条（この法律の目的） 

   この法律は、日本国憲法第２５条に規定する理念に基き、国が生活に困窮する

すべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度10 

の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。 

 ２ ２条（無差別平等） 

   すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護（以

下「保護」という。）を、無差別平等に受けることができる。 

 ３ ３条（最低生活） 15 

   この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持

することができるものでなければならない。 

 ４ ４条（保護の補足性） 

１項 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆ

るものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として20 

行われる。 

２項 民法（明治２９年法律第８９号）に定める扶養義務者の扶養及び他の法

律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものと

する。 

３項 前２項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを25 

妨げるものではない。 
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 ５ ８条（基準及び程度の原則） 

１項 保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基

とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を

補う程度において行うものとする。 

２項 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その5 

他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満

たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならな

い。 

 ６ ９条（必要即応の原則） 

   保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要10 

の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。 

 ７ １０条（世帯単位の原則） 

保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これ

によりがたいときは、個人を単位として定めることができる。 

 ８ １１条（種類） 15 

１項 保護の種類は、次のとおりとする。 

一 生活扶助 

二 教育扶助 

三 住宅扶助 

四 医療扶助 20 

五 介護扶助 

六 出産扶助 

七 生業扶助 

八 葬祭扶助 

２項 前項各号の扶助は、要保護者の必要に応じ、単給又は併給として行われ25 

る。 
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 ９ １２条（生活扶助） 

   生活扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、

左に掲げる事項の範囲内において行われる。 

一 衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの 

二 移送 5 

１０ ２５条（職権による保護の開始及び変更）２項前段 

   保護の実施機関は、常に、被保護者の生活状態を調査し、保護の変更を必要と

すると認めるときは、速やかに、職権をもつてその決定を行い、書面をもつて、

これを被保護者に通知しなければならない。 

 １１ ３０条１項（生活扶助の方法）本文 10 

生活扶助は、被保護者の居宅において行うものとする。 

 １２ ３１条１項 

   生活扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができ

ないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために

必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。 15 

 １３ ５６条（不利益変更の禁止） 

   被保護者は、正当な理由がなければ、既に決定された保護を、不利益に変更さ

れることがない。 

第３ 保護基準（乙２） 

 １ 厚生労働大臣は、法８条１項に規定する基準として保護基準を定めているとこ20 

ろ、その概要は、以下のとおりである。前記第２の８（法１１条１項）の８種類

の保護の基準はそれぞれ別表第１から別表第８までに定めるところにより、要保

護者に特別の事由があって、前項の基準により難いときは、厚生労働大臣が特別

の基準を定める旨規定している。 

 ２ 地域の級地区分 25 

   保護基準は、生活扶助、住宅扶助、出産扶助及び葬祭扶助に係る各基準（保護
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基準別表第１、第３、第６及び第８）について、被保護者の居住地の地域の級地

区分に応じてその基準額を定めているところ、保護基準別表第９は、当該級地区

分として、全国の市町村を、１級地―１、１級地―２、２級地－１、２級地－２、

３級地－１及び３級地－２の六つの級地に区分している。上記地域の級地区分は、

大別すると、大都市及びその周辺市町は１級地に、県庁所在地を始めとする中都5 

市は２級地に、その他の市町村は３級地に区分されており、本件各決定の時点に

おける原告らの各居住地のうち、津市及び四日市市は２級地－１、松阪市及び桑

名市は２級地－２に区分されている。 

３ 生活扶助基準 

   保護基準のうち、生活扶助基準（保護基準別表第１）は、基準生活費に関す10 

る定め（第１章）と加算に関する定め（第２章）に大別される。 

   居宅で生活する者（法３０条１項本文参照）の基準生活費は、世帯を構成す

る個人ごとに算出される第１類の額（第１類費）と、世帯ごとに算出される第

２類の額（第２類費）とから成るところ、平成２５年告示による改定前の別表

第１の第１章１ アは、基準生活費は、世帯を単位として算定するものとし、15 

その額は第１類費の額を合算した額と第２類費の額の合計額とすること、ただ

し、世帯人数が４人の世帯における基準生活費の額は、第１類費の額を合算し

た額に０．９５を乗じた額（その額に１０円未満の端数が生じたときは、これ

を１０円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。）と第２類費の

額の合計額とし、世帯人数が５人以上の世帯における基準生活費の額は、第１20 

類費の額を合算した額に０．９０を乗じた額と第２類費の額の合計額とするこ

と、また、１２月の基準生活費の額は、当該合計額に世帯構成員１人につき級

地別に別途定める期末一時扶助費を加えた額とする旨規定していた。 

   第１類の表は、級地区分ごとに、被保護者の年齢の区分（①０～２歳、②３

～５歳、③６～１１歳、④１２～１９歳、⑤２０～４０歳、⑥４１～５９歳、25 

⑦６０～６９歳及び⑧７０歳以上の各区分）に応じて基準額を定めている。 
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   第２類の表は、級地区分ごとに、保護受給世帯の世帯人数別（平成２５年告

示による改定前は、世帯人数１名、２名、３名、４名及び５名以上の５段階に

区分されていた。）に基準額（ただし、世帯人数５名以上の世帯については、

１名増すごとに加算する額）及び地区別冬季加算額（１１月から３月までの加

算額）を定めている。なお、冬季加算に係る地域の区別は、保護基準別表第１5 

の第１章１ イの表に都道府県ごとにⅠ区からⅥ区までの６段階に区分して

定められているところ、これによると、三重県はⅥ区に区分するものとされて

いる。 

   加算（保護基準別表第１の第２章）は、基準生活費において配慮されていな

い個別的な特別需要を補填することを目的として設けられているものであり、10 

①妊産婦加算、②障害者加算、③介護施設入所者加算、④在宅患者加算、⑤放

射線障害者加算、⑥児童養育加算、⑦介護保険料加算及び⑧母子加算につき、

それぞれその要件、基準額及び重複調整の方法等について規定している。 

第４ 社会保障制度改革推進法（平成２４年８月２２日号外法律第６４号） 

（生活保護制度の見直し） 15 

附則２条 政府は、生活保護制度に関し、次に掲げる措置その他必要な見直しを行

うものとする。 

一 不正な手段により保護を受けた者等への厳格な対処、生活扶助、医療扶助等

の給付水準の適正化、保護を受けている世帯に属する者の就労の促進その他の

必要な見直しを早急に行うこと。 20 

二 生活困窮者対策及び生活保護制度の見直しに総合的に取り組み、保護を受け

ている世帯に属する子どもが成人になった後に再び保護を受けることを余儀

なくされることを防止するための支援の拡充を図るとともに、就労が困難でな

い者に関し、就労が困難な者とは別途の支援策の構築、正当な理由なく就労し

ない場合に厳格に対処する措置等を検討すること。 25 
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（別紙５）基準部会の検討事項等 

回数・開催日・議題等（証拠（甲１１２は共通）) 

第１回 平成２３年４月１９日 

・部会長選出及び部会長代指名について 

・生活保護制度の概要と過去の検証について 5 

・その他 

（甲５０の１～４、乙８の１、乙２２、２４） 

第２回 平成２３年５月２４日 

・生活保護基準の体系等について 

・その他 10 

（甲５０の５、甲２５６の１～３、乙８の２、乙２１、３３） 

第３回 平成２３年６月２８日 

・生活保護制度における地域差等について 

     ・その他 

（甲２５７の１・２、乙８の３） 15 

第４回 平成２３年７月１２日 

・生活保護制度における勤労控除等について 

・その他 

第５回 平成２３年９月２７日 

・委員からの報告 20 

・その他 

（甲２０５～２０７） 

第６回 平成２３年１０月４日 

・委員からの報告 

     ・その他 25 

（甲１８９の１～３） 
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第７回 平成２３年１０月２５日 

・委員からの報告 

・その他 

第８回 平成２３年１２月１３日 

・生活保護基準の検証について 5 

・その他 

（甲５１の１・２） 

第９回 平成２４年５月８日 

 ・生活保護基準の検証について 

・その他 10 

（甲１６、１７、５２の１・２） 

第 10 回 平成２４年１０月５日 

・生活保護基準の検証について 

・その他 

（甲５３の１・２） 15 

第 11 回 平成２４年１１月９日 

・これまでの部会における議論を踏まえ、具体的な検証方法等の確認 

・その他 

（甲５４の１～３、１６３、乙３９、５０、５１） 

第 12 回 平成２５年１月１６日 20 

  ・生活保護基準の検証について 

・その他 

（甲５５の１～３、乙２５、５２、７５） 
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（別紙６）審査請求日等一覧 

番号 審査請求日 裁決日 再審査請求日 

③ 平成２５年９月１７日 平成２５年１２月２５日 平成２６年１月２４日 

④ 平成２５年９月２７日 平成２５年１２月２５日 平成２６年１月２４日 

⑤ 平成２５年９月２０日 平成２５年１２月２５日 平成２６年１月２４日 

⑥ 平成２５年９月９日 平成２５年１２月２５日 平成２６年１月２４日 

⑦ 平成２５年９月３日 平成２５年１２月２５日 平成２６年１月２４日 

⑧ 平成２５年９月１７日 平成２５年１０月３０日 平成２５年１２月１１日 

⑨ 平成２５年９月１７日 平成２５年１１月５日 平成２５年１２月３日 

⑩ 平成２５年９月１７日 平成２６年１月２２日 平成２６年１月２８日 

⑪ 平成２５年９月１５日 平成２５年１２月２５日 平成２６年１月２１日 

⑭ 平成２５年９月１５日 平成２５年１２月２５日 平成２６年１月２３日 

⑮ 平成２５年９月１７日 平成２５年１２月２５日 平成２６年１月２０日 

⑯ 平成２５年９月１５日 平成２５年１２月２５日 平成２６年１月２１日 

⑱ 平成２５年９月１７日 平成２５年１２月２５日 平成２６年１月２１日 

⑲ 平成２５年９月１６日 平成２５年１２月２５日 平成２６年１月２３日 

⑳ 平成２５年９月１７日 平成２５年１０月２３日 平成２５年１２月１１日 

㉑ 平成２５年９月１７日 平成２５年１２月２５日 平成２６年１月２７日 

㉔ 平成２５年９月１７日 平成２５年１２月２５日 平成２６年１月２７日 

㉕ 平成２５年９月２５日 平成２５年１２月２５日 平成２６年１月２７日 

㉖ 平成２５年９月１７日 平成２５年１２月２５日 平成２６年１月２５日 

㉗ 平成２５年９月１７日 平成２５年１２月２５日 平成２６年１月２５日 
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（別紙７）当事者の主張の要旨 

１ 争点１（出訴期間の経過の有無（本案前の争点）） 

  （被告津市及び被告四日市市の主張） 

   原告⑧及び原告⑳は、平成２５年告示に基づく処分に対して、それぞれ審査請

求し、その審査請求に対する審査庁である三重県知事の裁決書は、原告⑧につい5 

ては平成２５年１０月３１日付け、原告⑳に関しては同月２５日付けで、それぞ

れ審査請求の代理人である弁護士の事務所に書留により配達された。このことか

らすれば、原告⑧及び原告⑳が、審査請求の裁決があったことを知った日は、原

告⑧については平成２５年１０月３１日であり、原告⑳については同月２５日で

ある。そして、原告⑧及び原告⑳は、同年１２月１１日に再審査請求をしている10 

が、両原告が審査請求について裁決があったことを知った日の翌日から３０日を

経過しており、行政不服審査法（平成２６年６月１３日法律第６８号による改正

前のもの）５６条において準用する同法１４条１項ただし書が規定する正当な理

由もないから、原告⑧及び原告⑳の再審査請求は不適法である。 

   したがって、原告⑧及び原告⑳による平成２５年告示に基づく処分の取消しを15 

求める訴えの出訴期間の起算点は、審査請求に対する裁決があったことを知った

日である平成２５年１０月３１日及び同月２５日であるが、両原告が甲事件の訴

えを提起した日は平成２６年８月１日であるから、行政事件訴訟法１４条３項の

出訴期間を徒過した不適法なものである。 

  （原告⑧及び原告⑳の主張） 20 

   原告⑧及び原告⑳が審査請求に係る裁決があったことを知った日は、平成２５

年１１月１３日であるから、被告の主張は前提を欠く。 

２ 判断枠組み（争点２－１） 

  （原告らの主張） 

   憲法２５条は、すべての国民に健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を25 

保障とするとともに、国家に、すべての生活面について社会保障の向上及び増
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進に努める義務を負わせている。憲法２５条１項の保障する生存権は、本来、

その後退を予定しているものではないから、正当な理由のない保護基準の引下

げは許されず、国において、保護基準の引き下げに合理的な理由があることを

主張立証しなければ、その違憲性が事実上推定されるべきである。また、日本

が批准する人権条約である社会権規約は、９条、１１条及び１２条で社会保障5 

についての権利を定め、２条１項で、締約国が、社会保障に関する権利の完全

な実現を漸進的に達成するために必要な措置を執ることを法的義務として定

めていることから、締約国が執った措置により権利の実現が以前より後退する

ことは上記規定に違反し、これらの規定の趣旨についても、憲法や法の解釈に

も反映されるべきである。 10 

   法は、憲法２５条に基づき、生存権を具体化し、最低限度の生活を国民に保

障している。もっとも、法が規定する最低限度の生活は、抽象的かつ相対的な

概念であるから、その具体的な内容は、法８条２項の定める要保護者の年齢、

性別、世帯構成、所在地域及び保護の種類に応じた必要な事情について、専門

的ないし科学的な裏付けを備えた客観的な判断の結果として導くべきである。15 

最低限度の生活を具体化する保護基準設定の裁量の性質は、もっぱら専門的な

いし科学的な考慮を要するという専門技術性に求められるべきであって、政策

性はその性質に含まれないというべきである。さらに付言すれば、保護基準設

定にあたり、厚生労働大臣は、法８条２項に定める各考慮事項を考慮に入れる

よう義務付けられており、法外の考慮事項（国の財政事情、国民感情、政権与20 

党の公約等の「生活外的要素」）を考慮する裁量権は有しない。 

    これらを踏まえると、保護基準の改定は、①当該改定の時点において、改定

前の生活扶助基準が最低限度の生活の需要を満たすに足りる程度を超えるも

のとなっており、改定後の生活扶助基準の内容が健康で文化的な生活水準を維

持することができるものであるとした厚生労働大臣の判断に、最低限度の生活25 

の具体化に係る判断の過程及び手続における過誤、欠落の有無等の観点から裁
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量権の範囲の逸脱又はその濫用があると認められる場合、あるいは、②生活扶

助基準の引下げに際し激変緩和措置を採るか否かについての方針及びこれを

採る場合において現に選択した措置が相当であるとした同大臣の判断に、生活

保護受給者の期待的利益や生活への影響等の観点からみて裁量権の範囲の逸

脱又はその濫用があると認められる場合には、法３条、８条２項に反し、同条5 

１項の委任の範囲を逸脱するものとして違法となるものというべきである。そ

して、①又は②に当たるかを判断するに当たっては、統計等の客観的な数値等

との合理的関連性や専門的知見との整合性の有無等の観点から審理判断する

べきである。 

   上記 の審理判断に当たっては、以下のことを留意すべきである。 10 

厚生労働大臣が、高度な専門技術的な考察を経たかどうかを審査するに当た

っては、保護基準の改定が、常に専門家からなる審議会の検討結果を踏まえて

行われてきたという歴史的な事実を踏まえると、基準部会の検討結果に依拠し

ているか否かが極めて重要な意味を持つ。また、生活保護受給権は、時の政府

の施策方針によって左右されることのない、適正な保護基準による保護を利用15 

する権利であるが、前例のない規模の本件改定は、政権党の選挙公約を実現す

るという政治的意図の下で行われた。 

原告らは、本件引下げによって、食費を初めとして様々な生活費を節約する

ことを強いられており、社会的な関係を失い、人としての尊厳を傷つけられた

生活を余儀なくされている。これは、肉体的生存を維持できないだけではなく、20 

自分の生活と将来は自分で決めていくという社会参加のあり方が阻害されて

いることを意味し、原告らの生活が、健康で文化的な最低限度の生活を下回っ

ていることは明らかである。 

  （被告らの主張） 

   憲法２５条、法３条及び８条２項の規定にいう最低限度の生活は、抽象的か25 

つ相対的な概念であって、その具体的な内容は、その時々における経済的・社
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会的条件、一般的な国民生活の状況等との相関関係において判断決定されるべ

きものであり、これを保護基準において具体化するに当たっては、国の財政事

情を無視することができず、また、多方面にわたる複雑多様な、しかも高度の

専門技術的な考察とそれに基づいた政策的判断を必要とするものである。した

がって、保護基準の改定については厚生労働大臣に上記のような専門技術的か5 

つ政策的な見地からの裁量権が認められる（朝日訴訟最高裁判決、堀木訴訟最

高裁判決、老齢加算訴訟最高裁判決）。 

    このような専門技術的知見に基づいた政策的判断として行われる保護基準

の改定については、①当該改定後の保護基準の内容が被保護者の健康で文化的

な生活水準を維持するに足りるものであり、かつ、これを超えないものである10 

とした厚生労働大臣の判断に、最低限度の生活の具体化に係る判断の過程及び

手続における過誤又は欠落の有無等の観点からみて裁量権の範囲の逸脱又は

その濫用があると認められる場合、又は、②激変緩和措置を採るか否かについ

ての方針及びこれを採る場合において現に選択した措置が相当であるとした

同大臣の判断に、被保護者の生活への影響等の観点からみて裁量権の範囲の逸15 

脱又はその濫用があると認められる場合に、法３条、８条２項の規定に違反し、

違法となる。 

   このように、保護基準の改定に係る厚生労働大臣の判断については、その当

不当が直ちに裁判所の司法審査の対象となるわけではなく、当該判断が著しく

合理性を欠き明らかに裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があると認められる20 

ような場合でなければ、その判断は違法となり得ない（朝日訴訟最高裁判決、

堀木訴訟最高裁判決）。そして、一般に、行政裁量が認められる行政処分の適

否が問題となる場合における判断過程審査とは、行政庁の判断に専属させるべ

き実体的な事柄の判断、すなわち裁量権行使の内容面に立ち入らずとも、いわ

ばその外側から適否を判断できる手続や過程については裁判所の審査判断に25 

服させて差し支えないとしたものと解され、裁判所が、原告が納得できないと
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主張する点について、被告である行政機関の説明する判断過程が一応の説得力

を持つか否かを審査する形で、いわば行政機関の説明する判断過程をできるだ

け生かす審査方法であると解されており、同審査では、被告が説明する論証過

程を追試的に検証し、それが一応納得できるものか否か、すなわち、被告が挙

げる理由に論理の飛躍や関連を欠くところがあるか否かという観点から、その5 

適否がされることになる。 

   専門機関の関与の有無という観点から保護基準の改定の適法性が問題とな

る余地があるかについてみると、厚生労働大臣が保護基準の改定に当たり基準

部会等の専門機関に諮問し又はその意見を求めること等を定める法令上の規

定はなく、法やその関連法規にも保護基準の改定に当たり専門機関による分析10 

及び検証が必要である旨の規定もない。基準部会は、厚生労働大臣の諮問機関

である社会保障審議会に置かれる常設の部会であるが（厚生労働省設置法７条、

社会保障審議会令６条１項）、その設置の趣旨及び審議事項は、保護基準の定

期的な評価検証を行うことであり、保護基準の改定の在り方等は、同設置の趣

旨及び審議事項とされていない。そうすると、厚生労働大臣は、保護基準の改15 

定に当たっての基準部会等の専門機関の関与の在り方や、これを依頼した場合

における結果ないし意見をどのように考慮するかについては、専門技術的かつ

政策的裁量を有しているというべきである。 

    したがって、厚生労働大臣が、保護基準の改定に当たり、専門機関による審

議検討を経ることなく判断した場合には、その判断の前提となる課題に関する20 

事実認識やそれに対する評価、対策の課題解決手段としての適合性に一定の合

理性が認められれば、裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があったとはいえない

というべきである。また、厚生労働大臣が、保護基準の改定に当たり、専門機

関による審議検討を経た上で判断した場合であっても、厚生労働大臣は、上記

審議検討に係る結果ないし意見等と積極的に抵触するものであることが明ら25 

かであり、かつ、厚生労働大臣の判断過程について一応の合理的理由すら認め
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られないような場合でない限り、裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるとは

いえないというべきである。そして、裁判所が統計等の客観的な数値との合理

的関連性や専門的知見との整合性の有無を審査対象とするのも、それは、裁判

所が自ら特定の衡量利益や考慮事項を選び出してこれを一般的に強調するの

ではなく、厚生労働大臣の判断の過程において現に用いられた統計等の客観的5 

な数値等や専門的知見を前提に、これらと厚生労働大臣の判断との間に合理的

関連性や整合性が欠けるところがないかどうかを審査するべきである。 

   さらにいえば、保護基準の改定に係る厚生労働大臣の判断に違法が生じるの

は、朝日訴訟最高裁判決がいうように、現実の生活条件を無視して著しく低い

基準を設定するなど憲法及び生活保護法の趣旨・目的に反したと評価できると10 

きであるから、判断の過程及び手続における過誤又は欠落が結果としてこのよ

うな評価をもたらすものであるかどうかについても検討され、そのような評価

ができるほど明らかに合理性を欠くと認められることになるような過誤又は

欠落がある場合でなければ違法とはならない。 

   また、保護基準改定の際の激変緩和措置の採否等に係る厚生労働大臣の判断15 

についても、専門技術的かつ政策的な見地から広範な裁量権が認められている

（老齢加算訴訟最高裁判決）。 

    本件改定は、生活扶助のうちすべての生活保護受給世帯に支給される基準生

活費について、その多寡を変更したものにすぎず、基準生活費は、社会経済情

勢等の変化に伴って定期的に変更されることが法の規定上当然に予定されて20 

いる（法８条２項参照）。法による保護として現に行われている給付が将来も

存続することに対する信頼を保護すべき要請は、基本的には高いものとはいえ

ない。 

    したがって、保護基準改定に当たり激変緩和措置を講じるか否か、どのよう

な内容の措置を講じるかの判断については、かかる期待ないし信頼の程度も勘25 

案して、その判断に著しい過誤又は欠落があるか、当該判断が明らかに合理性
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を欠くか否かを検討すべきである。 

３ ゆがみ調整の合理性（争点２－２） 

  （原告らの主張） 

   平成２５年検証の合理性 

ア 国は、ゆがみ調整において、第１・十分位を比較対象としたが、基準部会5 

平成２５年報告書が挙げる根拠は理由がないし、第１・十分位から生活保護

利用世帯と考えられるサンプルを除去しなかったが、これは異なる集団間の

比較可能性を無視したという点で、統計学上明らかに不合理である。 

   イ ゆがみ調整において、生活扶助基準額と第１・十分位の消費支出の乖離を

検証する際に、回帰分析を用いて、第１・十分位に属する世帯の消費支出額10 

を算出している。しかし、回帰分析には多くの過誤や疑問点があり、政府の

掲げるＥＢＰＭの基準に反し、統計等の客観的数値との合理的関連性や専門

的知見との整合性がなく、恣意性及び不合理性があることが明らかである。 

   ウ ゆがみ調整の根拠となっている全国消費実態調査は、季節性が限定されて

いることの影響について調整がされていないこと、同調査におけるサンプル15 

の抽出では、地域別、家計の類型別に抽出率の違いに着目した補正が行われ

ていないこと、単身世帯の調査方法が特殊であり、データの抽出や家計簿記

帳精度の問題があること、個人別収支部分が記帳から漏れている可能性があ

り、家計の固定化がみられること、協力世帯の特性について偏りがあるとい

う限界があり、同調査は、データの緻密さ、正確性ないし信頼性が欠ける。 20 

   平成２５年検証の結果に基づく生活扶助基準への反映の方法 

    国は、ゆがみ調整において、平成２５年報告書の数値を、基準部会には無断

で、増額方向の数値も含めて一律に２分の１処理をした。これは、基準部会が

行った平成２５年検証の成果を踏まえたゆがみ調整の内容を大きく変更する

ものであって、生活扶助基準の改定の内容の本質的部分を改変する措置である。25 

それにもかかわらず、専門的知見に基づく適切な分析及び検証を行うことなく、
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基準部会の検証結果の数値に操作を加えたものであるから、統計等の客観的数

値等との合理的関連性及び専門的知見との整合性がないことが明らかであり、

厚生労働大臣の裁量権の範囲を逸脱又は濫用したものである。また、２分の１

処理によって本来の増額幅が抑えられた世帯にとっては、最低限度の生活保障

を直接侵害することは明らかである。 5 

 （被告らの主張） 

 平成２５年検証の合理性 

    基準部会は、①平成２５年検証においても、過去の検証に倣って生活保護受

給世帯と隣接した一般低所得世帯の消費実態を用いることが現実的であると

判断されたこと、②第１・十分位の平均消費水準は、中位所得階層の約６割に10 

達していること、③国民の過半数が必要であると考えている必需的な耐久消費

財について、第１・十分位に属する世帯における普及状況は、中位所得階層と

比べておおむね遜色なく充足されている状況にあること、④全所得階層におけ

る年間収入総額に占める第１・十分位の年間収入総額の構成割合はやや減少傾

向ではあるものの、特に第１・十分位のみが減少しているわけではないこと、15 

⑤第１・十分位に属する世帯の大部分はＯＥＣＤの基準では相対的貧困線以下

にあること、⑥分散分析等の統計的手法（乙７５）による検証からは、各十分

位間の中で、第１・十分位と第２・十分位の間において消費が大きく変化して

おり、他の十分位の世帯と比べて消費の動向が大きく異なるものと考えられる

ことから、生活保護受給世帯の比較対象としての一般低所得世帯として、第20 

１・十分位の世帯を用いることにした。そして、上記のとおり、平成２５年検

証は、専門的議論の結果得られた透明性の高い合理的なものであると評価でき

る。 

 平成２５年検証の結果に基づく生活扶助基準への反映の方法 

ア 平成２５年検証は、上記アのとおり合理的なものと評価できるものの、当25 

該手法が唯一のものであるということはできないし、特定のサンプル世帯に
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限定して分析する際にサンプル世帯が極めて少数になるといった統計上の

限界もあった。また、平成２５年検証において算出された指数をそのまま反

映させた場合には、子どものいる世帯への影響が大きくなることが予想され

たが、平成２５年報告書には、今般、生活扶助基準の見直しを具体的に検討

する際には、とりわけ貧困の世代間連鎖を防止する観点から、子どものいる5 

世帯への影響にも配慮する必要があると明記されており、平成２５年検証自

体がこの観点からの対策を講じることを要求していた。 

イ ゆがみ調整について、減額幅を２分の１にし、増額幅をそのまま反映させ

るといったように、反映の程度を部分的に変えることは理論的にはあり得る

が、このような世帯によって改定比率を変える反映方法は、検証結果の取扱10 

いの公平性を欠き、また、増額や減額に偏った反映をすることは、相対的な

較差の検証という基準部会における本質的な検証の趣旨を改変することと

なる。また、法３条及び８条２項の規定にいう、最低限度の生活に相当する

生活扶助の額は、特定の統計資料等から一義的に導かれるような性質ではな

く、平成２５年検証のような統計手法やサンプル数に由来する一定の限界が15 

認められているものからすれば、その結果を反映させた生活扶助費の額が上

記最低限度の額であるということはできない。 

     以上を踏まえ、厚生労働大臣は、平成２５年検証の結果を反映する比率を

一律２分の１とした。なお、２分の１処理を含めたゆがみ調整により約９０

億円の財政削減効果が生じたと試算されているが、事後的に２分の１処理を20 

行わず、平成２５年検証の結果を全て反映させた場合を検証したところ、財

政削減効果も約２倍となっていたことから、財政削減効果を目的として行わ

れたものではない。 

３ デフレ調整の合理性（争点２－３） 

  （原告らの主張） 25 

   デフレ調整の必要性 
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   ア デフレ調整は、総務省ＣＰＩではなく、厚生労働省が独自に作成した生活

扶助相当ＣＰＩによって物価の変化率を算出しており、前者であれば変化率

が－２３５％であるところ、後者を用いて変化率を－４．７８％として生活

扶助基準を改定している。 

     このような変化率を用いて生活扶助基準を改定するという判断は、一般的5 

世帯の消費構造よりも被保護者世帯の方が物価の下落による実質的な可処

分所得の増加という影響を強く受けていることを前提とするものというべ

きであるが、これを裏付ける統計や専門家の作成した資料等はない。また、

基準部会においても、平成２５年報告書を取りまとめるにあたり、そのよう

な議論はされていない。 10 

   イ 本件改定のように、ゆがみ調整後の生活扶助基準の額にデフレ調整を行っ

たことは、水準均衡方式にあらかじめ組み込まれている物価を反映する効果

と二重になる危険があること、ゆがみ調整により結果的に生じた財政効果を

全く考慮することなくデフレ調整を行った点は保護費の二重引き下げにほ

かならないことから、その違法性は重大といわざるを得ない。 15 

   デフレ調整の相当性 

   ア 水準均衡方式にいう水準均衡とは、生活扶助基準と消費実態の均衡を意味

している。物価や賃金は、消費に大きな影響は持つが消費実態そのものでは

ないので、一般消費実態との均衡で基準を考えようとする場合には、参考程

度ということになる。昭和５８年意見具申が、賃金や物価は、そのままでは20 

消費水準を示すものではないので、その伸びは、参考資料にとどめるべきで

ある、とするのもその趣旨である。つまり、物価の本格的考慮は、水準均衡

方式の本質と矛盾し許されない。 

     そして、昭和５９年度から平成２５年度の本件改定に至る３０年近くにわ

たって水準均衡方式に基づく生活扶助基準の改定が行われ、一度も物価指数25 

が用いられなかったことからすれば、物価の本格的考慮を許さないという水
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準均衡方式は、処分基準に準じる確立した行政慣行となっていたということ

ができる。そして、デフレ調整は、史上初めて物価指数による計算を直接、

生活扶助基準の改定に用いたのであるから、確立した行政慣行である水準均

衡方式を逸脱していることは明らかである。 

     また、デフレ調整は、基準部会等の専門家の検討を踏まえることすらされ5 

ずに実行されたものであることからすれば、行政慣行である水準均衡方式と

異なる取扱いをすることについて、これを相当と認める特段の事情がないこ

とは明らかである。 

   イ 国がデフレ調整に関する比較の起算点とした平成２０年は、原油価格の高

騰によりその前後の年に比べて相対的に物価が高くなった年である。総務省10 

ＣＰＩによれば、平成２０年だけが、前後１０年近い間で著しい物価高騰に

見舞われていたのであり、この年を基準とすれば、消費者物価指数だけでは

なく、生活扶助相当ＣＰＩの下落率も大きい値が算出されることは明らかで

あったにもかかわらず、生活扶助費削減の結論を導くため恣意的に、平成２

０年を起算点に選んだ。 15 

     また、生活扶助を食費や水道光熱費といった基礎的な日常生活費を賄うも

のと説明する厚生労働省にとっては、食料と光熱・水道費はそろって下落し

ている必要があることから、平成２４年の総務省ＣＰＩを用いるのではなく、

平成２３年の消費者物価指数を使用した。 

    生活扶助相当ＣＰＩの設定の合理性 20 

    ア 生活扶助相当ＣＰＩの大幅な下落の最大の要因は、教養娯楽の費目、と

りわけ教養娯楽用耐久財の物価の大幅な下落である。しかし、厚生労働省

が実施している被保護者世帯の生活実態を明らかにするための調査であ

る社会保障生計調査の結果によれば、被保護者世帯においては、教養娯楽

に属する品目に対する支出の割合が一般的世帯よりも相当低く、生活扶助25 

相当ＣＰＩの下落率が消費者物価指数よりも著しく大きくなった要因と
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しては、教養娯楽に属する品目についての物価下落の影響が増幅されたこ

とが重要である。 

      このことからすれば、生活扶助相当ＣＰＩの値をもって、一般的世帯の

消費構造よりも被保護者世帯のそれの方が物価の下落による実質的な可

処分所得の増加という影響を強く受けているという事実が裏付けられて5 

いるとはいえない。 

    イ 物価動向によって生活保護受給世帯の可処分所得が実質的に増加して

いるか否かを判断するためには、生活保護受給世帯のウエイトに基づいて

計算しなければならないはずである。 

      しかし、生活扶助相当ＣＰＩを算出するに当たって用いられた消費実態10 

の数値は、総務省が行う家計調査の結果における一般世帯（２人以上の世

帯）の品目別消費支出金額をもとに作成されており、保護利用世帯の品目

別消費支出金額をもとに作成されていない。家計調査をもとに算出された

生活扶助相当ＣＰＩは、一般世帯における生活扶助相当品目についての消

費者物価指数ということになる。被保護世帯は、一般世帯よりも消費支出15 

の絶対額が低く、消費支出構造にも一般世帯とは異なる特徴があるにもか

かわらず、生活扶助相当ＣＰＩを設定するに当たり、被保護世帯のウエイ

トを全く無視したものであるから、本来考慮すべき要保護者の需要（法８

条１項）を考慮していないということであり、厚生労働大臣の裁量権の範

囲の逸脱又はその濫用がある。 20 

    ウ また、生活扶助相当ＣＰＩについては、国際基準からの逸脱や、異なる

集団を比較することにも統計上の問題があり、厚生労働省が採用したパー

シェ方式は、真の物価よりも下落率が大きくなる傾向がある等の問題点も

ある。 

  （被告らの主張） 25 

   デフレ調整の必要性 
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   ア 物価及びその変動率を算定するためには、指数品目を選定し、その品目の

価格指数及びウエイトを把握する必要があるところ、生活扶助基準の改定が

行われた平成２５年当時、生活扶助費で支出される品目の価格指数及びウエ

イトを網羅した信頼性の高い客観的なデータとしては、総務省ＣＰＩのデー

タが存在した一方で、そのほかに信頼性等が担保された適切なデータは見当5 

たらなかった。そこで、厚生労働大臣は、総務省ＣＰＩのうち生活扶助費で

支出される品目のデータを用いて、平成２０年から平成２３年までの物価変

動率である－４．７８％を算定した。 

   イ 消費を基礎とする水準均衡方式は、わが国の経済が右肩上がりに成長を続

けているという社会経済情勢を背景に、生活扶助基準が一般国民の生活水準10 

との比較において妥当であるとの評価を前提に、妥当とされた生活扶助基準

の水準を将来に向かって維持しようとするものであって、基本的には毎年度

の生活扶助基準の改定において用いられてきたものである。これに対し、デ

フレ調整は、平成２０年９月のリーマンショックに端を発する世界金融危機

によって、賃金、物価、家計消費等が落ち込むという経済状況にあり、生活15 

扶助基準と一般国民との間の不均衡があって、生活扶助基準の毎年度の改定

として行われたものでもない。このように、デフレ調整は、消費を基礎とす

る水準均衡方式が用いられてきた場面とは全く異なる場面で行われたもの

である。 

   デフレ調整の相当性 20 

   ア 毎年度の生活扶助基準の改定は、従前、消費を基礎とする水準均衡方式に

基づいて行われてきたところであるが、厚生労働大臣は、生活扶助基準の水

準の改定の減額幅が必要以上に大きくなることがないようにすること等を

考慮し、消費実態そのものではなく、消費の構成要素の一つである物価を指

標として改定を行うこととした。また、生活扶助のうち各種加算については、25 

これまでも物価の伸び率を基礎とした改定が行われてきている。 
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     平成１９年報告書及びそれ以降の社会経済情勢に照らし生活扶助基準の

水準を改定する必要性が認められたものの、平成２５年検証においては生活

扶助基準の水準についての検証が行われず、基準部会による検証結果を踏ま

えた生活扶助基準の水準の改定は断念せざるを得なくなった。そこで、厚生

労働大臣は、自らの専門的技術的知見を踏まえてデフレ調整を行うこととし5 

たところ、このデフレ調整の内容は、生活扶助基準の改定に当たっての基本

的考え方に立脚したものであり、また、それまでの専門機関による検証の考

え方と食い違うものでもなかった。そして、平成２４年８月に成立した社会

保障制度改革推進法の附則において、生活扶助基準について必要な見直しを

早急に行うことが厚生労働大臣に求められていたところ、保護基準の改定に10 

当たり専門機関から意見聴取を求める旨の法令上の根拠はない上、厚生労働

大臣が行おうとするデフレ調整の当否等について審議検討することは基準

部会の設置の趣旨及び審議事項ではなく、また、仮に、専門家から意見を聴

取しようとすれば相当の期間を要することが見込まれた。厚生労働大臣は以

上のような事実関係に照らし、デフレ調整について基準部会等の専門機関に15 

意見を求めなかった。 

   イ 厚生労働大臣が、物価変動率を算定する期間の始期を平成２０年としたの

は、デフレ調整の目的が、平成２０年以降の経済情勢による生活扶助基準の

水準と一般国民の生活水準との間の不均衡を是正することにあったことを

理由とする。５年に１度の頻度で行われることとなっていた専門機関による20 

検証については、平成２５年検証の直前は平成１９年検証であり、専門機関

による検証結果を踏まえた判断は、平成１９年検証を踏まえた平成２０年度

の改定が直前のものであった。平成２０年度の改定に関しては、厚生労働大

臣は、平成１９年検証において、生活扶助基準の水準が一般所得世帯の消費

水準と比較して高いという結果が得られており、生活扶助基準の水準を引き25 

下げる必要性が認められたことを踏まえつつも、平成２０年当時の原油価格
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の高騰等を含む社会経済情勢等を総合的に勘案して、生活扶助基準の水準を

据え置くという判断を行っており、同年までの社会経済情勢等は既に同年度

の改定において斟酌されているということができていた。そして、厚生労働

大臣は、同年度の生活保護基準が法８条２項の規定に適合する妥当なもので

あることを前提として、平成１９年検証以来となる定期的な検証を踏まえた5 

生活扶助基準の改定においては、平成２０年以降の経済情勢を斟酌すること

としたものである。 

     これに加え、平成２０年以降の社会経済情勢により生活扶助基準の水準と

一般国民の生活水準との間の不均衡が生じたのは、同年９月のリーマンショ

ックに端を発した世界金融危機が我が国の消費等の実体経済に大きな影響10 

を与え、賃金、物価及び家計消費等がいずれも大きく下落する状況に至った

ことによるものである。デフレ調整は、このような平成２０年以降の社会経

済情勢によって拡大した生活扶助基準の水準と一般国民の消費実態との不

均衡を是正するために行ったものである。 

     また、厚生労働大臣は、平成２５年に本件改定が検討された当時において、15 

最新の総務省ＣＰＩの年次データは平成２３年のものであったため、物価変

動率の算定の終期を平成２３年とした。 

   生活扶助相当ＣＰＩの設定の合理性 

   ア 総務省ＣＰＩの指数品目には、家賃、教育費、医療費、自動車関係費、Ｎ

ＨＫ受信料等の生活扶助による支出がおよそ想定されない品目が多数含ま20 

れており、生活扶助基準の改定の指標とする物価変動率を把握するためには、

上記のような品目を含めて算定することは相当でないと考えられた。この点、

水準均衡方式による生活扶助基準の毎年度の改定においては、民間最終消費

支出の伸びが改定の指標とされているところ、その際には生活扶助費で支出

されない費用を除外して算出されているほか、専門委員会による平成１６年25 

検証、生活扶助基準検討会による平成１９年検証及び基準部会における平成
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２５年検証においても、同様に生活扶助相当品目による支出額が検証に用い

られている。また、生活扶助相当ＣＰＩの算出において対象とした具体的な

品目についても、基準部会等の専門機関による検証において消費実態の分析

に用いられている品目によるものであり、これは、もとより制度運用上生活

扶助費により支出される品目を対象としているものであって、恣意性を排除5 

した客観的かつ明確な条件設定に基づいて行われたものであるため、その判

断自体に恣意的判断が入り込む余地がなく、十分な合理性がある。 

   イ 生活扶助基準の改定は、生活保護により保障される最低生活の水準が一般

国民の生活水準との関連において捉えられるべき相対的なものであるとい

う考え方に基づいて行われており、昭和５９年以降、毎年度の改定において10 

は、このような考え方に立脚する水準均衡方式が採用され、一般国民の消費

水準が改定の指標とされている。この点、デフレ調整についても、水準方式

と同じく、生活保護により保障される最低生活の水準が一般国民の生活水準

との関連において捉えられるべき相対的なものであるという考え方に立脚

しており、一般国民の生活水準の変化を通じた相対的なものとして生活扶助15 

基準の水準を改定するものである。そして、このような観点からすると、生

活扶助相当ＣＰＩの設定に当たっては、家計調査により算出された一般国民

のウエイトのデータを用いるのが適切と考えられた。 

     仮に、多数ある指数品目のうち、教養娯楽費等の特定の品目に限って生活

扶助相当ＣＰＩの算定から除外し、又はウエイトを調整するのであれば、厚20 

生労働大臣には、その必要性や合理性について統計等の根拠に基づいて適格

に説明することが求められる。また、生活扶助相当ＣＰＩで用いられた家計

調査のウエイトのデータと社会保障生計調査に基づくウエイトのデータを

比較すると、両者のウエイトの違いは特定の品目に限られるものではなく、

その違いの程度も一様ではない。その上、厚生労働省が平成２２年に実施し25 

た「家庭の生活実態及び生活意識に関する調査」によれば、生活保護受給世
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帯においても、テレビ・パソコン等の教養娯楽用耐久財は一般世帯と同様に

普及しているということができ、生活保護受給世帯において教養娯楽用耐久

財を生活扶助で購入することも十分予想されるところ、生活保護費のうちど

の程度をテレビ・パソコン等の教養娯楽用耐久財に充てるかは当該世帯ごと

の個別の事情によるものであって、この点は教養娯楽用耐久財以外の生活扶5 

助相当品目と変わりがない。 

   ウ 原告は、生活扶助相当ＣＰＩの統計上の問題点や、パーシェ方式に関する

問題点を指摘するが、いずれの点についても論理的に間違っているとはいえ

ず、厚生労働大臣の裁量権の範囲の逸脱又はその濫用はない。 

 ４ 争点３（理由付記に係る瑕疵の有無） 10 

  （原告らの主張） 

   被告らが、原告らに通知した生活保護変更通知書には、理由が基準改定等とし

か記載されていないから、原告らにおいて、その記載自体からどの法律に基づき、

どのような基準が適用され、どの項目の保護費が増えたり減ったりしたのかを一

切了知することができない。したがって、原告らにおいて、不服申立てをすべき15 

かどうか判断もできず、上記理由は提示がないに等しいか著しく不十分であるか

ら、法５６条等が要求する理由提示義務に違反する。 

  （被告らの主張） 

   本件各決定は、同決定より前の時点で官報により周知されていた告示に伴って、

当該告示のとおりの処分を行うものであり、本件各決定の時点においてはその内20 

容は確定していたから、行政庁の恣意が介入するおそれはない。また、上記のと

おり、告示は官報で周知されていたことに加え、本件各決定の通知書とそれ以前

の通知書を見比べることによっても、本件各決定を受けた時点で、保護基準の改

定により生活扶助支給額が減額されたことは理解可能であるから、原告らの不服

申立ての便宜を損なうものではない。 25 

   本件各決定の通知書における保護変更理由の記載は、当該決定に当たって理由
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を付さなければならないとする法及び行政手続法の規定の趣旨に反するもので

はないから、違法とはならない。 

 

 






